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イオンレジ加盟店規約 

 

本規約は、加盟店（第1 条にて定義する）がイオンレジ決済サービス（第１条にて定義する）を利用した電子

商取引（第1 条にて定義する）を行う場合のイオンフィナンシャルサービス株式会社（以下「当社」という）

と加盟店との間の契約関係（以下、本規約に基づき成立する契約を「本契約」という）につき定めるもので

す。 

第１条(定義) 

１．「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社が提供する「イオンレジ決済サービス」への加盟を申込み、

当社が加盟を認めた法人又は個人をいいます。 

２．「電子商取引」とは、インターネット等、ネットワークを通じて顧客から申込みを受け付け、商品の販売

又はサービスの提供をする非対面の取引をいいます。 

３．「イオンレジ決済サービス」とは、加盟店が電子商取引により顧客に販売又は提供した商品・サービス等

（以下「商品等」という）の対価として顧客から支払われる金銭等（以下「代金等」という）の支払に関して

当社が提供する「クレジットカード決済」及びこれに付随する一切のサービスをいいます。 

なお、各決済サービスの定義等に関しては別途各決済サービスに係る規約（以下、これら各規約に基づき成立

する契約を「個別契約」といい、これら各規約と本規約をあわせて「本規約等」という）に定めるものとしま

す。 

４．「顧客」とは、加盟店が販売又は提供する商品等をイオンレジ決済サービスによって購入する者をいいま

す。 

 

第２条(加盟店) 

１．加盟店となることを希望する者（以下「届出者」という）がイオンレジ決済サービスの利用を希望する場

合、以下の事項をあらかじめ当社に所定の書面をもって届け出るものとします。 

（１）届出者の商号、所在地、連絡先、代表者又はこれに準ずる者の氏名、住所、生年月日、指定金融機関口

座及び法人番号（届出者が個人事業主である場合は、屋号、当該個人の氏名、住所、連絡先、生年月日及び指

定金融機関口座） 

（２）電子商取引を行う加盟店のホームページ等の名称、ＵＲＬ 

（３）取引の種類 

（４）業種 

（５）取扱商品等 

（６）前各号に掲げるもののほか当社が届出者に対しあらかじめ通知する事項 

２．当社は、前条の届出に関し、当社所定の審査を行い、加盟に係る諾否の判断を行い、その結果を申込者に

通知します。なお、当社の判断で届出者が加盟店となることを承認しない場合があります。また、当社は、届

出を承認しなかった理由を開示しないものとし、届出者はこれを承諾します。 

３．加盟店は、本規約に基づき電子商取引を開始する時点において、以下のいずれの事項も真実かつ正確であ

ることを表明し、保証するものとします。 

（１）特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近５年間

に同法による処分を受けたことがないこと 

（２）消費者契約法において、消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近５年
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間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと 

４．加盟店は、前項各号に表明保証した内容が真実に反すること、又は反するおそれがあることが判明した場

合、当社に対して、直ちにその旨を通知するものとします。前項各号に該当する事由が新たに生じた場合又は

そのおそれがある場合も同様とします。 

５．当社は、イオンレジ決済サービスにおいて、以下のサービスを提供するものとします。 

（１）本規約等所定の各種決済サービス 

（２）本規約等所定の各種決済サービスにおける申込受付 

（３）本規約等所定の各種決済サービスにおける不正利用防止措置（３Ｄセキュア、セキュリティコード） 

（４）割賦販売法第３５条の１６第１項に定める「クレジットカード番号等」（クレジットカードの番号、有

効期限、暗証番号又はセキュリティコードを含む。）の管理 

（５）前各号に付随するサービス 

６．加盟店は、自らの費用と責任においてサーバ、ホームページ等の設備環境を準備し、イオンレジ決済サー

ビスを利用可能な状態にするものとします。なお、加盟店がこれらの準備を行わないことにより、イオンレジ

決済サービスを利用することができなかったとしても当社は一切の責任を負わないものとします。 

７．加盟店は、イオンレジ決済サービスの利用が可能であることを示す当社所定の標識（以下「加盟店標識」

という）及びイオンレジ決済サービスが利用できる旨をホームページの顧客の見やすい場所に掲示するものと

します。 

８．加盟店は、イオンレジ決済サービスの普及促進に協力するものとし、当社が加盟店から個別の承諾を得る

ことなく印刷物、電子媒体等に加盟店の名称、所在地等を掲載することをあらかじめ異議なく認めるものとし

ます。 

９．加盟店は、本規約等に従い、善良なる管理者の注意をもってイオンレジ決済サービスを利用するものと

し、本規約等に基づく取引以外の目的で利用する等イオンレジ決済システムに不正なアクセスをしてはならな

いものとします。 

１０．加盟店は、本規約等に基づいて行う業務の一部又は全部を第三者に委託することはできないものとしま

す。 

１１．加盟店は、通信販売にあたり、国際ブランドの規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものと

し、加盟店が国際ブランドの規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とします。 

１２．国際ブランドの規則等に変更（制定、廃止等を含む）があった場合は、変更後の内容が加盟店に適用さ

れるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するも

のとします。 

１３．国際ブランドが、加盟店側の事由に起因して、当社に違約金、反則金等（名称の如何は問わないものと

する）を課すことを決定した場合、加盟店は、当社の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当社

に支払うものとします。 

 

第３条(電子商取引) 

１．加盟店は、特定商取引に関する法律、割賦販売法、消費者契約法等の関係法令及び本規約等を遵守し、善

良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うとともに、正当かつ適法な商行為に則り電子商取引を行うもの

とします。 

２．加盟店は、本規約に基づく電子商取引において以下に定める内容の取引を行わないものとします。 

（１）公序良俗違反の取引 
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（２）特定商取引に関する法律に違反する取引 

（３）消費者契約法第４条の規定に基づき取消しが可能である取引 

（４）当社が顧客の利益の保護に欠けると判断する取引 

（５）顧客が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引 

（６）特定商取引に関する法律に定められる特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引、電

話勧誘販売取引及び訪問販売取引 

（７）その他当社が不適当と判断する取引 

３．加盟店は、電子商取引において取り扱う商品等をあらかじめ当社に所定の書面をもって届け出、事前に当

社の承認を得るものとし、これを変更する場合も同様とします。ただし、当社の承認の有無にかかわらず、以

下に該当する又は該当するおそれがある商品等については取り扱わないものとします。 

①公序良俗に反するもの 

②銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関す

る条約（ワシントン条約）その他の関連法令等の定めに違反するもの 

③第三者の著作権、肖像権、知的所有権等を侵害するもの 

④タバコ（加熱式を含む、ただしリキッド式は除く） 

⑤商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券 

⑥生体（犬、猫、観賞魚等） 

⑦寄付、募金（AEON Payチャージ払いサービスの場合） 

⑧その他当社が不適当と判断したもの 

４．前項に基づく当社の承認は、商品等が前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、当

社による承認後に、当該商品等が前項各号のいずれかに該当すること若しくはそのおそれがあることが判明し

た場合、又は、法令等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること（そのおそれがある場合を含む）

となった場合、当社は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものと

します。 

５．加盟店は、旅行商品、酒類等、販売にあたり許認可を得るべき商品等を取り扱う場合は、当該許認可を得

ていることを表明及び保証するものとし、当社が当該許認可を得ていることを証明する関連証書類の提出を求

めた場合には、直ちにこれに応じるものとします。また、加盟店は、これら商品等を取り扱うための許認可を

喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知すると共に、当該許認可にかかる商品等の取り扱いを中止するも

のとします。 

６．加盟店は、当社が加盟店に対して商品等について報告を求めた場合には、直ちにこれに応じるものとし、

当社が商品等を本条第３項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、直ちに当該商品等の電子商取引を

中止するものとします。 

７．加盟店は、インターネットを介したダウンロード等の方法によりソフトウェア及びデジタルファイルの形

式での情報等を商品等として取り扱う場合は、あらかじめ不正使用防止策を講じたうえで、事前に当社に申し

出、当社の承諾した運用方法により取り扱うものとします。 

８．加盟店は、電子商取引の申込みを受け付けるにあたって、顧客から二重送信や誤入力が生じないよう確認

画面を設ける等、顧客の誤操作を防止する措置を講じなければならないものとします。 

９．加盟店は、電子商取引の申込み、承諾の仕組みをホームページにて提示する等、顧客が電子商取引の成立

時期を明確に認識できる措置を講じるとともに、電子商取引において加盟店が責任を取り得ない範囲がある場

合は、その内容をホームページの顧客の見やすい場所に明示するものとします。 



4 

 

１０．加盟店は、顧客から電子商取引の申込みを受付けたことを証するデータを申込日より7 年間保管するも

のとし、当社から当該データの提出を求められた場合には速やかにこれを提出するものとします。 

 

第4条(セキュリティ確保措置) 

１．加盟店は、自らの費用と責任において、自己が保有する顧客に関する情報及びイオンレジ決済サービスに

利用するシステムを第三者に閲覧、改竄、破壊されないようファイアーウォール等のセキュリティ確保措置を

あらかじめ講じたうえで本規約等に基づく業務を遂行するものとします。 

２．加盟店は、本規約等に基づく業務の遂行にあたって、顧客に関する情報及び申込みに関する情報等の電子

商取引に係る情報をインターネットを介して伝達する場合は、これら情報を第三者に閲覧、改竄、破壊されな

いよう暗号化する等のセキュリティ確保措置を講じて伝達するものとし、あらかじめその方法について当社の

承諾を得るものとします。 

３．前二項に定めるセキュリティ確保措置が守られなかった場合、これにより生じた結果等については加盟店

が一切の責任を負うものとします。 

４．加盟店は、当社よりシステム構成図等のセキュリティ確保措置に関する資料等の提出を求められた場合に

は速やかにこれを提出するものとします。 

 

第５条(不審な取引の通知) 

１．加盟店は、本規約等に基づく電子商取引において、異常に大量又は高価な取引の申込み等の不審な取引の

申込みがあった場合は、直ちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。 

２．加盟店が前項に定める義務に違反して電子商取引を行った場合、加盟店が当該電子商取引に係る一切の責

任を負うものとし、当社は加盟店に対する売上金等の支払義務を負わないものとします。 

 

第６条(電子商取引に係る表示等) 

１．加盟店は、自らの費用と責任において電子商取引に関する広告（オンラインによる広告を含む）の企画・

制作を行うものとします。 

２．加盟店は、広告にあたり以下に掲げる事項を遵守するものとします。 

①特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法その他の関連法令に違反しないこと 

②消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと 

③公序良俗に反する表示をしないこと 

④以下に掲げる事項について広告時点において表示をすること 

(1)加盟店の名称 

(2)加盟店の所在地 

(3)加盟店の電話番号 

(4)加盟店の問い合わせ用メールアドレス 

(5)加盟店のホームページＵＲＬ 

(6)責任者名及び責任者への連絡方法 

(7)商品等の販売価格又は提供価格、送料、その他必要とされる料金 

(8)商品等の引渡時期又は提供時期 

(9)代金等の支払時期及び方法 

(10)商品等の返品、取消しに関する説明 
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(11)加盟店標識及びイオンレジ決済サービスが利用できる旨 

(12)その他当社が必要と認めた事項 

３．加盟店は、商品等の販売価格又は提供価格等については円建てで表示するものとします。 

 

第７条(商品等の送付、提供) 

１．加盟店は、顧客から電子商取引の申込みを受け付けた日から起算して原則として２週間以内に顧客の指定

する場所に商品等の送付、提供を行うものとします。また、商品等の送付、提供の遅延や品切れ等が生じた場

合、加盟店は、速やかに顧客に対して商品等の引き渡し時期又は提供時期を書面等により通知するものとしま

す。 

２．加盟店は、商品等の送付、提供にあたっては顧客に対して商品等の名称、数量、販売価格又は提供価格、

送料、支払方法等を書面等により通知するものとします。 

３．加盟店は、顧客が商品等の送付先として商品等の受領確認が不明確となるおそれのある場所を指定した場

合、当該場所へ商品等の送付は行わないものとし、顧客に対して商品等の送付ができない旨を書面等により通

知するものとします。 

４．加盟店は、商品の送付にかかわる商品発送簿を作成し、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する

文書等とともに7 年間保管するものとします。 

 

第８条(電子商取引の取消し) 

加盟店は、電子商取引において取り扱う商品等について、顧客に商品等が到着してから2 週間以内の期間にお

いては原則として商品等の返品又は交換を受け付けるものとし、顧客に対し、電子商取引時において、その旨

を明示するものとします。また、加盟店は、商品等の特性に鑑みて返品又は交換を受け付けない場合には、あ

らかじめ当社の承諾を得るものとし、当社の承諾を得た場合には、顧客に対し、電子商取引時において返品又

は交換を受け付けない旨を明示するものとします。 

 

第９条(差別的取り扱いの禁止) 

加盟店は、イオンレジ決済サービスを利用する顧客に対して代金等に決済手数料を上乗せして請求する等その

他の決済手段を選択した顧客と比して不利となる差別的な取扱いをしてはならないものとします。 

 

第10 条(顧客との紛議等) 

１．加盟店は、顧客の利益の保護に欠ける行為を防止するために必要な体制及び苦情等を適切かつ迅速に処理

するために必要な体制を整備するものとします。 

２．加盟店は、電子商取引又は商品等に関する一切の責任を負うものとし、顧客から苦情、相談を受けた場合

や、効能又は効果に関する疑義、不良品、品違い、量目不足、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場

合、その他加盟店と顧客との間において紛議が生じた場合は、加盟店の費用と責任をもって対処し、速やかに

その解決にあたるものとします。 

３．当社は、関連法令に基づき加盟店、又は加盟店による電子商取引あるいは前項の顧客との紛議等に関して

調査を要すると判断した場合には、加盟店に対して調査を実施又は要請することができ、加盟店はその調査に

協力しなければならないものとします。 

４．当社は、前項の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店のイオンレジ決済サービスの利用を停

止できるものとし、この場合、当社は、当該停止により加盟店に生じた損害について一切賠償する責任を負わ
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ないものとします。 

５．加盟店は、顧客から申出のあった苦情等の処理に対し、誠実な対応をもって適切かつ迅速な処理に努める

ものとします。 

６．加盟店は、消費者センターその他の機関を介して苦情等の申出があった場合においても、前項に基づき誠

実な対応をもって適切かつ迅速な処理に努めるものとします。 

 

第11 条(システムの停止) 

１．当社は、イオンレジ決済サービスにかかるシステムの保守・点検を施す必要があると認めた場合は、あら

かじめ加盟店に通知を行うことにより、加盟店におけるイオンレジ決済サービスの一部又は全部の利用を停止

することができるものとします。また、サーバ、ネットワーク機器、回線等の故障、停止あるいは停電、火

災、地震等の天災地変が発生し又は発生するおそれがある場合は、当社は何らの通知を要することなく、加盟

店におけるイオンレジ決済サービスの一部又は全部の利用を停止することができるものとします。 

２．当社は、前項に基づくイオンレジ決済サービスの停止により加盟店に生じた損害について一切の責を負わ

ないものとします。 

 

第12 条(通知) 

１．本規約等に基づく当社から加盟店への通知は、通知内容を書面により送付、ファックスにより送信、又は

電子メールにより送信、若しくは当社のホームページに掲載するなど当社が適当と判断する方法により行いま

す。 

２．前項に基づく当社から加盟店への通知は、当社が書面、ファックス、電子メールを送付又は送信したと

き、若しくは当社のホームページに掲載したときに、加盟店に到達したものとみなします。 

 

第13 条(利用料金) 

１．加盟店は、イオンレジ決済サービスの利用の対価として、別途当社が定める初期導入費用、月額利用料、

売上処理手数料等の利用料金を当社に対して支払うものとします。 

２．前項の利用料金のうち、加盟店は、当社に対し、当社の請求に基づき、当社の定める期日までに、初期導

入費用及び月額利用料、売上処理手数料等を原則相殺にて精算するものとします。 

 

第14 条(売上金等の留保) 

１．加盟店が行った本規約等に基づく電子商取引が以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合、当社は加盟

店に対する当該電子商取引に係る売上金等の送金を留保することができるものとします。 

①本規約等に定められた手続きに従わずに行われた電子商取引であるとき 

②本規約等において取り扱いが禁止されている商品等に係る電子商取引であるとき 

③第２条第３項の表明保証に違反したとき又はそのおそれがあるとき 

④第10 条に定める顧客との紛議が生じたとき又はそのおそれがあるとき 

⑤電子商取引が無効、取消し又は解除となったとき 

⑥加盟店の事情により、顧客に対する商品等の引き渡し又は提供が困難となったとき 

２．当社は、前項に基づく売上金等の留保については法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものと

します。 
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第15 条(営業秘密等の守秘義務) 

１．加盟店及び当社は、本規約等に基づく業務の履行上知り得た相手方の技術上又は営業上その他の秘密（以

下「営業秘密等」という）を本規約等に基づく業務の履行以外の目的に利用し、又は第三者に提供・開示若し

くは漏洩してはならないものとします。 

２．加盟店及び当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、

当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。 

３．本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。 

 

第16 条(個人情報等の守秘義務) 

１．加盟店は、本規約等に基づく業務の履行上知り得た顧客の個人に関する一切の情報（以下「個人情報等」

という）を秘密として保持し、本規約等に基づく業務の履行以外の目的での利用及び第三者に提供、開示、漏

洩してはならないものとします。 

２．加盟店は、個人情報等に紛失、漏洩等が発生し、又は発生するおそれが生じたときは、直ちに当社に報告

するとともに、自らの費用と責任において調査を実施し、二次被害及びその他被害の拡大を防止するための適

切な措置を講じなければならないものとします。 

３．当社は、個人情報等の紛失、漏洩等が発生したと判断する合理的な理由があるときは、加盟店に対して事

故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を実施、又は要請することができ、加盟店は

これに誠実に協力しなければならないものとします。 

４．加盟店は、個人情報等を滅失、毀損、漏洩等することがないよう個人情報の保護に関する法律及びそれに

関連するガイドラインを遵守するものとします。 

５．加盟店は、顧客に関する情報のうち、クレジットカードの番号、有効期限、暗証番号、セキュリティコー

ドその他のイオンレジ決済サービスを利用するための番号等を保存しないものとします。 

６．本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。 

 

第17 条(届出事項の変更) 

１．加盟店は、第２条第１項で当社に届け出ている事項に変更が生じたときは、直ちに当社に所定の書面をも

って当該変更事項を届け出るものとします。なお、加盟店が新たに法人番号の指定を受けた場合における当該

指定を受けた法人番号も同様とします。 

２．加盟店が前項の届け出を怠ったために、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到着となったとして

も、当社は通常到着すべき時に到着したとみなすことができるものとします。 

 

第18 条(地位の譲渡等の禁止) 

１．加盟店は、本規約等に基づく契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。 

２．加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。 

 

第19 条(中途解約) 

加盟店及び当社は、書面により3ヶ月前迄に相手方に予告をすることにより本契約又は個別契約を解約すること

ができるものとします。 
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第20 条(契約解除) 

１．当社及び加盟店は、相手方が以下に掲げる各号のいずれかに該当するにいたったときは、何らの催告を要

することなく本契約又は個別契約を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、

相手方にその賠償を請求することができるものとします。 

①本規約等に違反し、相当期間内における是正が見込めないとき 

②営業に免許若しくは登録を要する場合に、監督官庁からこれらの取消し処分を受けたとき 

③自ら振出し又は裏書きした手形、小切手が不渡りとなったとき 

④強制執行、競売の申立て、保全処分又は滞納処分等を受けたとき 

⑤破産手続、民事再生手続又は会社更生手続開始の申立てを受け、又は自ら行ったとき 

⑥前三号のほか信用状態に重大な変化が生じたと判断されたとき 

⑦合併によらず解散したとき 

２．当社は、加盟店が以下に掲げる各号のいずれかに該当するにいたったときは、何らの催告を要することな

く本契約又は個別契約を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、加盟店にそ

の賠償を請求することができるものとします。 

①イオンレジ決済サービスへの加盟申込みにあたり虚偽の申請をしたとき 

②当社以外との取引を含め、加盟店が電子商取引を悪用していることが判明したとき 

③関連法令又は公序良俗に違反する等、監督省庁から改善指導・行政処分等を受ける又は受けるおそれのある

行為をしたとき 

④電子商取引において取り扱う商品等若しくは販売方法等又は顧客からの苦情等その他の事由によりイオンレ

ジ決済サービスにかかる当事者として不適当であると判断したとき 

⑤イオンレジ決済サービスによる電子商取引が１年以上ないとき 

３．加盟店が本条第1 項各号又は第２項各号のいずれかに該当するにいたったときは、当社は、当社が加盟店

に対して負担する一切の債務と加盟店が当社に対して負担する一切の債務を何らの通知催告を要することなく

当然に対当額で相殺できるものとします。 

 

第21 条(契約終了後の措置) 

１．本契約が終了したときは、個別契約も全て終了するものとし、加盟店は、直ちにホームページ及び広告媒

体への加盟店標識その他イオンレジ決済サービスの取り扱いに関する記述・表記等をとりやめ、売上票その他

イオンレジ決済サービスの取扱関係書類等が当社から交付されているときは、これを当社に返却するものとし

ます。 

２．第１９条又は第２０条により本契約又は個別契約が終了した場合、本契約の終了前に行われた本規約等に

基づく電子商取引については、本契約又は個別契約の終了後においても有効に存続するものとし、当社及び加

盟店は、本規約等に従い取り扱うものとします。 

 

第22 条(損害賠償) 

本規約に基づく業務を行うにあたり加盟店が故意又は過失により当社に損害を与えた場合は、加盟店は、当社

に生じた損害（逸失利益、機会損失を除く）を賠償するものとします。なお、加盟店の故意または過失により

当社が国際ブランドの規則等により罰金・違約金（名称の如何を問わないものとする）等を負担することとな

った場合、当該罰金・違約金等を損害に含むものとします。 
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第23 条(反社会的勢力の排除) 

１．加盟店及び当社は、自己及び自己の親会社、子会社等の関連会社、並びにそれらの役員、従業員等（以下

「自己関係者」という）が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを

確約するものとします。 

（１）暴力団（その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不

法行為等を行うことを助長するおそれがある団体）  

（２）暴力団員（暴力団の構成員）及び暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者  

（３）暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法

行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維

持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者）  

（４）暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団

員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与す

る企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業）  

（５）総会屋等（総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあ

り、市民生活の安全に脅威を与える者）  

（６）社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴

力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者）  

（７）特殊知能暴力集団等（本項第１号から第６号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を

用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人）  

（８）本項第１号から第７号に掲げるもの（以下「暴力団員等」という）の共生者（暴力団員等の資金獲得活

動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者（暴力団

員等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用し

ていると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、又は便宜を供与する等

の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者））  

（９）その他本項第１号から第８号に準ずる者 

２．当社及び加盟店は、自己関係者が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わな

いことを確約するものとします。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

３．当社及び加盟店は、自己関係者が本条第１項若しくは第２項の規定に違反する事実が判明した場合には、

相手方に直ちに通知するものとします。 

４．当社は、加盟店の自己関係者が本条第１項若しくは第２項の規定に違反している疑いがあると認めた場合

には、加盟店のイオンレジ決済サービスを一時的に停止することができるものとします。本規約等に基づく電

子商取引を一時停止した場合には、加盟店は、当社がイオンレジ決済サービスの利用の再開を認めるまでの

間、本規約等に基づく電子商取引を行うことができないものとします。また、当社は、加盟店の自己関係者が

第１項若しくは第２項の規定に違反している疑いがあると認めた場合、何らの通知催告を要することなく、加

盟店に対する電子商取引に係る売上金等の送金を留保できるものとし、この場合、当社は法定利息その他遅延
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損害金の支払義務を負わないものとします。 

５．当社及び加盟店は、相手方の自己関係者が本条第１項若しくは第２項のいずれかに該当した場合、本条第

１項若しくは第２項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、

本規約等に基づく電子商取引を継続することが不適切であると認めるときには、直ちに本規約等による契約を

解除できるものとします。この場合、解除された当事者は、当然に期限の利益を失うものとし、相手方に対す

る一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 

６．前項により解除した当事者に損失、損害又は費用が生じた場合には、相手方は、これを賠償する責任を負

うものとします。また、前項により、解除された当事者に損失、損害又は費用が生じた場合にも、解除された

当事者は、当該損失、損害又は費用について相手方に請求をしないものとします。 

７．第５項の規定に基づき本規約等による契約を解除した場合でも、相手方に対する未払債務があるときは、

それが完済されるまでは本規約等の関連条項が適用されるものとします。 

 

第24 条(規定外事項等) 

１．本規約に定めのない事項については、当社が別に定める取扱要領等によるものとします。 

２．本規約に定める内容と各決済サービスにかかる規約に定める内容が異なる場合は、各決済サービスにかか

る規約の定めが優先して適用されるものとします。 

 

第25 条(規約の変更) 

当社は、本規約等の一部又は全部を変更する（当社所定の方法によるイオンレジ決済サービスを追加すること

を含みます。）ことができるものとします。変更の手続きは、当社が第12 条に基づき加盟店に変更事項の通

知を行うものとし、加盟店がその後、本規約等に基づく電子商取引を行った場合には、加盟店は変更を承認し

たものとみなします。 

 

第２６条（商標その他の知的財産権等） 

イオンレジ決済サービスに関する特許、商標等の知的財産権及びこれらに準ずる技術情報、ノウハウ等（以下

「知的財産権等」という）は、当社に帰属します。当社は、加盟店に対し、本規約等に基づきイオンレジ決済

サービスを利用する範囲内において、知的財産権等を使用することを許諾するものとします。 

 

第２７条（イオンレジ決済サービスの終了） 

１．当社は、天災地変等の不可抗力又は営業上のやむを得ない事由により、イオンレジ決済サービスの全部又

は一部を終了する場合には、当社所定の方法により加盟店に通知又は公表することにより、イオンレジ決済サ

ービスの全部又は一部を終了することができます。 

２ 当社は、前項に基づくイオンレジ決済サービスの全部又は一部の終了により加盟店に生じた損害について一

切の責を負わないものとします。 

３．第１項に基づき、イオンレジ決済サービスの全部が終了した場合、本契約も終了し、第２１条に基づき取

り扱われるものとします。 

 

第2８条(準拠法) 

本規約等に関する準拠法は、全て日本国法が適用されるものとします。 
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第2９条(合意管轄裁判所) 

当社と加盟店との間に訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とします。 

 

第３０条(協議事項) 

本規約等に定めのない事項並びに解釈上の疑義が生じたときは、加盟店、当社双方協議の上、誠意をもって定

めるものとします。 

 

 

クレジットカード決済規約 

 

第１条(定義) 

１．クレジットカード決済とは、イオンレジ決済サービスにおいて、加盟店が電子商取引により顧客に販売又

は提供した商品等の代金等を顧客が次条に定めるクレジットカードを利用して支払う決済方法をいいます。 

２．本規約における用語の定義は、本規約において別途定める場合を除き、イオンレジ加盟店規約に定める定

義と同義とします。 

 

第２条(取り扱いカード) 

１．当社が取り扱いを認めるクレジットカード（以下｢カード｣という）は以下に掲げるものとし、加盟店はカ

ードの保有者である顧客（以下｢顧客｣という）からクレジットカード決済の申し込みがあった場合は、本規約

に基づき電子商取引を行うものとします。但し、株式会社ジェーシービー（以下｢JCB｣という）又はJCB と

提携する会社が発行するJCB ブランドのカードの場合は、本規約に加え、JCB 通信販売加盟店規約（以下

｢JCB 規約｣という）が重畳的に適用されるものとし、本規約とJCB 規約に定める内容が異なる場合は、JCB 

規約の定めが優先して適用されるものとします。 

①株式会社イオン銀行が発行するクレジットカード 

②当社が提携する会社又は組織が発行するクレジットカード 

③当社が加盟又は提携する組織に加盟している日本国内及び日本国外の会社が発行するクレジットカード 

２．当社は、加盟店に通知することにより前項の電子商取引を行うカードの種類を追加、削除又は変更するこ

とができるものとします。 

 

第３条(カード会社との加盟店契約) 

１．カードに関する加盟店契約を加盟店との間で締結する権限を当社が有している場合、加盟店は、当社に対

し、加盟店契約の締結を直接申し込むものとし、当社は、当社所定の基準で審査の上、加盟店との間で加盟店

契約を締結することができます。 

２．カードに関する加盟店契約を加盟店との間で締結する権限を当社が有していない場合、加盟店は、当社に

対して以下に掲げる事項を加盟店の代理人として、前条第１項第２号及び第３号に定めるカードを発行するク

レジットカード会社（以下｢カード会社｣という）との間で行うことを委託し、当社はこれを受託するものとし

ます。 

①加盟店契約の申し込みに関する事項 

②加盟店に関する届出 
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③売上承認の取得に関する事項 

④売上請求に関する事項 

⑤売上金等の受領に関する事項 

⑥カード会社の立替払いの拒絶又は取消しに関する事項 

⑦その他加盟店と当社の間で合意した事項 

３．当社は、前項の受託業務の一部又は全部を第三者に再委託することができるものとします。 

４．当社は、クレジットカード決済のサービスの提供を継続するため、若しくはその他の理由によりカード会

社の一部又は全部を変更又は追加（以下｢カード会社の変更｣という）することができるものとし、加盟店は、

カード会社の変更に際し、当社がその手続き上必要とする書類その他の提出を求めた場合は、それに応ずるも

のとします。また、同一ブランドのクレジットカードを取り扱う複数のカード会社と包括加盟店契約が成立し

た場合、最終仕向け先カード会社の決定は、当社の任意で行えるものとします。 

 

第４条(売上承認の取得) 

１．加盟店は、顧客からクレジット決済の申し込みを受け付けたときは、その全件について、当社の定める方

法により当社の又は当社を代理人としてカード会社の売上承認を受けるものとします。 

２．万一、加盟店が前項の売上承認を得ないで電子商取引を行った場合、当該電子商取引により顧客に販売又

は提供した商品等の代金等については、加盟店が一切の責任を負うものとします。 

３．加盟店が売上承認を受けることができる金額は、電子商取引により顧客に販売又は提供した商品等の代金

等（税金、送料を含む）のみとし、現金の立て替え及び過去の売掛金の精算等を含めること、通常1 回の売上

承認で処理されるべきものを複数回に分割して処理することはできないものとします。 

 

第５条(売上金の精算) 

１．第３条第１項に規定される場合、加盟店がクレジットカード決済による電子商取引により顧客に販売した

商品等の代金等（以下｢売上金｣という）は、当社が顧客に代わって加盟店に支払うものとし、当社はその立替

払代金の支払いを顧客から直接又はカード会社を通じて顧客から受け取るものとします。 

２．第３条第２項に規定される場合、当社は、カード会社が加盟店に支払うべき立替払代金を加盟店に代わっ

て受領し、その回収金を加盟店に引き渡すものとします。 

３．加盟店から当社に対する前２項に関する手続きは、加盟店が電子商取引により顧客に販売又は提供した商

品等を顧客に発送又は提供した日を当該電子商取引の取引日（以下｢取引日｣という）として当社に売上請求デ

ータを送信することによりこれを行うものとします。 

４．当社は前項に基づき加盟店から送信された売上請求データを表面記載の売上締日毎に取りまとめ、当該期

間中の売上金合計額から次項に定める手数料を差し引いた金額を表面記載の支払日に加盟店の指定する金融機

関口座に振り込む方法により一括して支払うものとします。なお、支払日が金融機関の休業日である場合は、

翌営業日に支払うものとします。 

５．加盟店が当社に支払う立替払いに係る手数料は、当該期間中の売上金額に対し、表面記載の手数料率を乗

じた金額とします。なお、1 円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとします。 

 

第６条(取り消し等) 

１．加盟店は、クレジット決済による電子商取引の取消しがあった場合は、前条第３項の手続きに準じ、取消

データを当社に送信するものとし、顧客に対し直接商品代金等の払い戻しは行わないものとします。 
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２．前項の場合において、当社が当該電子商取引に係る立替払金をすでに加盟店に支払い済みであるときは、

加盟店は直ちに立替払金相当額を当社に返還するものとします。なお、当社は当該立替払金相当額を当社がイ

オンレジ決済サービスに基づき加盟店に対して負担する債務と相殺することができるものとします。 

 

第７条(顧客との紛議等) 

加盟店は、苦情、商品等の効能又は効果に関する疑義、不良品、品違い、量目不足その他クレジット決済によ

る電子商取引に関する顧客との紛議（以下｢紛議等｣という）が取引日から60 日を経過しても解決しない場

合、当該電子商取引に係る売上金の立替払請求を取り消すものとし、既に当社から当該電子商取引に係る立替

払金を受け取っているときは、直ちに立替払金相当額を当社に返還するものとします。なお、当社は当該立替

払金相当額を当社がイオンレジ決済サービスに基づき加盟店に対して負担する債務と相殺することができるも

のとします。 

 

第８条(売上金の支払拒絶等) 

１．加盟店は、クレジットカード決済による電子商取引に以下の各号に掲げるいずれかの事由が認められる場

合、当社若しくはカード会社が当該電子商取引に係る売上金の立替払いを拒絶あるいは取り消しすることにつ

いて異議がなく、これらの事由により当社から立替払金の支払を受けられない場合があることを承認するもの

とします。 

①顧客と加盟店との間の電子商取引が解除されたとき 

②売上請求データが正当なものでないとき 

③売上請求データの内容が加盟店で管理している申込受付データの内容と異なるとき 

④顧客が当社又はカード会社に対し、カードの不正使用、金額相違等の疑義を申し出たとき 

⑤第４条の定めに反して売上承認を得ずに電子商取引を行ったとき 

⑥第5条に基づく売上請求データの送信を行わなかったとき 

⑦取引日より７日を超えて立替払請求が行われたとき 

⑧イオンレジ加盟店規約により取り扱いが禁止されている商品等に係る電子商取引のとき 

⑨その他本規約等に違反して電子商取引が行われたとき 

２．加盟店は、当社が売上金の立替払請求を受けた電子商取引に関して調査の必要があると判断した場合にお

いて、当社がその調査完了まで当該電子商取引に係る立替払金の支払を留保することについて異議なく承諾す

るものとします。 

３．加盟店は、カード会社が売上金の立替払請求を受けた電子商取引に関して調査の必要があると判断した場

合において、カード会社がその調査完了まで当該電子商取引に係る立替払金の支払を留保することについて異

議がなく、これにより当社から立替払金の支払を留保される場合があることを承認するものとします。 

４．当社は、前２項に基づく売上金の留保については法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものと

します。 

５．加盟店は、第1 項に基づき当社が売上金の立替払請求を取消しした場合で、既に当社から当該電子商取引

に係る立替払金を受け取っているときは、直ちに立替払金相当額を当社に返還するものとします。なお、当社

は当該立替払金相当額を当社がイオンレジ決済サービスに基づき加盟店に対して負担する債務と相殺すること

ができるものとします。 
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第９条(商品の所有権) 

加盟店がクレジットカード決済による電子商取引で販売した商品の所有権は、当社が立替払金を加盟店に支払

ったときに当社に移転するものとします。また、加盟店は、当社がカード会社その他の第三者から立替払金を

受領したときにおいて、加盟店がクレジットカード決済による電子商取引で販売した商品の所有権がカード会

社その他の第三者に移転する場合があることを了承します。 

 

第１０条（加盟店情報交換センターへの登録、共同利用の同意） 

１．加盟店及び加盟店の代表者（以下、これらを総称して「加盟店等」という）は、当社が、加盟店審査並び

に加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続にかかる審査等の目的のため、本条第４

項に定める加盟店情報交換センター（以下「JDMセンター」という）に登録されている加盟店等に関する情報

を利用することに同意します。 

２．加盟店等は、当社が、本条第４項に定める情報をJDMセンターに報告し、当該情報がJDMセンターに登録

されることに同意します。 

３．加盟店等は、JDMセンターに登録されている本条第４項に定める情報について、JDMセンターの加盟会員

(以下「JDM会員」という)が、本条第４項の目的のため、それらの情報を共同利用することに同意します。 

４．ＪＤＭセンター及び共同利用について以下のとおりとします。 

（１）運営責任者 

        名  称：一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター（JDM 

                  センター） 

    代表理事：松井 哲夫 

        住  所：東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階 

      電話番号：０３－５６４３－００１１（代表） 

（２）共同利用の目的 

割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店によ

る利用者等の保護に欠ける行為（その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含

む。）に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等

の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止（以下「クレジットカード番号等の適切な管理

等」という。）に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要

な加盟店に関する情報を、当社がＪＤＭセンターに報告すること及びＪＤＭ会員に提供され共同利用すること

により、ＪＤＭ会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレ

ジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的

とします。 

（３）共同利用する情報の内容 

①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 

②個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購

入あっせんにかかる契約を解除した事実及び事由 

③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を

図るために必要な調査の事実及び事由 

④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等の

ための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対し
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て行った措置（クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。）の事実及び事由 

⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの（該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないもの

を含む。）にかかる、ＪＤＭ会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 

⑥利用者等（契約済みのものに限らない）からＪＤＭ会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等

の保護に欠ける行為であると判断した情報（当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断す

ることが困難な情報を含む。） 

⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 

⑧行政機関が公表した事実とその内容（特定商取引に関する法律等について違反又は違反する恐れがあるとし

て公表された情報等）について、ＪＤＭセンターが収集した情報 

⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 

⑩前記①から⑨にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日（法人の場合は、名称、住所、電話

番号、法人番号ならびに代表者の氏名及び生年月日）。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたか

どうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日（法人の場合は、代表者の氏名及び生年月

日）を除く。 

（４）保有される期間 

前号の情報は、登録日（前号③及び⑦にあっては、当該情報に対応する前号④の措置の完了又は契約解除の登

録日）から５年を超えない期間保有されるものとします。 

（５）加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲 

一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、ＪＤＭ会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信

用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びＪＤＭセンター 

※ＪＤＭ会員は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載するものとする。 

ホームページhttp://www.j-credit.or.jp/ 

（６）制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き 

加盟店情報交換制度に関する問合わせ及び開示の手続きについては、第１号のＪＤＭセンターまで申出るもの

とします。 

 

第１１条（当社による調査等） 

１．当社は、以下の各号のいずれかの事由があるときには、自ら又は当社が適当と認めて選定した者により、

加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はその調査に応ずるものとし

ます。 

（１）加盟店が本規約のいずれかに違反しているおそれがあるとき 

（２）前号に掲げる場合のほか、加盟店の電子商取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社

が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき 

２．前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。 

（１）必要な事項の文書又は口頭による報告を加盟店より受ける方法 

（２）加盟店又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法 

３．当社は、本条第１項又は第２項の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったこと

によって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。 

 

 

http://www.j-credit.or.jp/
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第１２条（是正改善計画の策定と実施） 

１．加盟店の電子商取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対

し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるときには、当社は、

加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、

加盟店はこれに応ずるものとします。 

２．当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実

施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十

分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項（実

施すべき時期を含む。）を提示し、その実施を求めることができ、加盟店は自己の負担のもとこれに応ずるも

のとします。 

 

第1３条(遵守事項) 

加盟店は、加盟店の過失によりカード会社に損害を生じせしめた場合、当該損害を賠償する責任を負うものと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

クレジットカード決済特約：本人認証サービス特約  

 

加盟店が、クレジットカード決済について本人認証サービスを利用する場合、「イオンレジ加盟店規約」（以

下、「本規約」といいます）に加え、以下の内容を確認し、承諾するものとします（用語の定義は特に定めの

ない限り本規約と同じとします）。  

 

1. 用語の定義  

① 本人認証サービス  

本人認証サービスとは、顧客が本人であることを認証するブランド会社（クレジットカードに関するブランド

会社をいいます）及びカード会社、提携クレジットカード会社（以下、本特約において総称して「決済事業

者」といいます）所定のサービスをいいます。 

 

2. 遵守事項 

(1) 本人認証サービス導入に関する詳細については、別途定める導入仕様書、その他取扱要領等に定めるとお

りとします。  

(2) 加盟店は、本人認証サービスについては、別途定める導入仕様書、その他取扱要領等の定めに従うものと

します。  

 

3. 利用開始条件  

加盟店は、当社及び決済事業者が別途指定する手続の完了及び告知事項を掲載するまでは、本人認証サービス

の利用を開始することができないものとします。なお、本項に違反した場合、加盟店は、本人認証サービスを

利用したことにより起こる一切の事象に関して、自己の責任と費用負担により処理するものとし、当社及び決

済事業者は何ら責任を負わないものとします。 

 

4. 個人データの提供同意  

加盟店は、本人認証サービスの手続において決済事業者へ提供する顧客の個人データについて、当該本人認証

サービスが「EMV3-Dセキュア（3Dセキュア2.0）」（本人認証手続及び本人認証システムの実装について定

めたブランド会社所定の要求仕様の一つをいいます）のときは、加盟店が顧客本人に代わって当該個人データ

を提供することに関し、顧客本人の同意を予め取得しなければならないものとします。  

 

5. 免責  

(1) 加盟店が本人認証サービスを導入した場合は、本人認証サービスによる認証を行い、認証が得られた顧客

の取引については、決済事業者が不適当と認めない限り、クレジットカード規約第８条第1項第4号は適用され

ないものとします。  

(2) 前項による免責を受けられる場合であっても、以下に該当する場合は、加盟店は免責されないものとしま

す。  

① 認証成功後、当社及び決済事業者所定の方式による送信を実施していない場合  

② 本人認証サービスに関するシステム障害時に取引を継続した場合  

 

6. 不正使用発生時の本人認証サービス導入の義務  
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(1)加盟店がインターネット上で顧客から商品購入の申し込みを受け付ける場合で、当社及び決済事業者が加盟

店における本人へのなりすましによる不正使用の発生を認め、かつ加盟店の本人認証手段が本人認証サービス

ではない場合、当社又は決済事業者が加盟店に対し通知したときは、加盟店は、通知日から原則３か月以内に

本人認証サービスを導入しなければならないものとします。  

(2)加盟店が前項の定めに反して、本人認証サービスを導入しない場合には、クレジットカード規約第８条第１

項各号の事由に該当するものとして取り扱うものとします。 

 

7. 本人認証サービスが株式会社ジェーシービー所定のサービスの場合に関する特則  

加盟店が利用する本人認証サービスが株式会社ジェーシービー（以下「JCB」といいます）所定のサービスの

場合、加盟店は、JCBが別に定める「JCB本人認証サービス特約」（名称が変更された場合であってもJCB所

定の本人認証サービスを定めた特約に相当するものを含みます）を事前に確認するものとし、当該特約が別途

適用されるものとします。 
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WAON POINT 決済サービス特約 

 

第１条（WAON POINT 等の定義） 

１．「WAON POINT」とは、当社が当社所定のサービスの利用者に対して付与するポイントのことをいう。な

お、1WAON POINT は 1 円相当とする。 

２．「WAON POINT 決済」とは、イオンレジ決済サービスにおいて、加盟店がクレジットカード決済による電

子商取引により顧客に販売又は提供した商品等の代金等（以下「商品代金等」という）に関するクレジット

カード利用代金（以下「クレジットカード利用代金」という）の全部又は一部に顧客が WAON POINT を

利用することをいう。 

３．本特約における用語の定義は、本特約に置いて別途定める場所を除き、本契約に定める定義と同義とする。 

 

第２条（WAON POINT 決済） 

１．加盟店は、顧客から WAON POINT 決済の申込があった場合は、当社の指定する情報処理センターに、顧

客が利用するWAON POINT に関するデータ（以下「ポイントデータ」という）を伝送するものとする。 

２．当社は、当該ポイントデータの伝送が完了したときは、当社所定の方法によりその旨を通知するものとし、

当該通知を受け取った加盟店は、顧客に対して速やかに商品等の発送又は提供を行うものとする。ただし、

WAON POINT 決済は、本契約に定める当社によるクレジットカード決済の承認を前提とするものとする。 

３．加盟店が顧客から WAON POINT 決済の申込みを受付けることが出来るのは、商品代金等の決済方法がク

レジットカード決済である場合のみとする。 

 

第 3 条（利用代金の精算） 

１．クレジットカード利用代金の内、WAON POINT 決済利用分については、本条に従い精算されるものとす

る。 

２．当社は、顧客のWAON POINT 決済利用分を締日毎に取り纏め、当該期間中のWAON POINT決済利用分

相当額の合計から事項に定める手数料を差し引いた金額を支払日に加盟店の指定する金融機関口座に振り

込む方法により一括して支払うものとする。なお、支払日が金融機関の休業日である場合は、翌営業日に支

払うものとする。 

３．加盟店が当社に支払うWAON POINT 決済に係る手数料は、当該期間中のWAON POINT 決済利用分相当

額の合計額に対し、手数料を乗じた金額とする。なお１円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 

 

第４条（取り消し） 

当社は、WAON POINT 決済利用分を含むクレジットカード決済の取消があった場合、当該 WAON POINT 決

済利用分相当額については、顧客に対して WAON POINT により返還するものとし、加盟店は顧客に対し直接

現金等での払い戻しは行わないものとする。 

 

第５条（その他） 

本特約において別途定める場合を除き、WAON POINT 決済に関する事項については、本契約に定めるクレジッ 

トカード決済にかかる規定を準用するものとする。 
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第６条（協議事項） 

本特約に定めの無い事項および解釈上の疑義が生じたときは本契約に従うものとし、本契約に定めの無い事項な 

らびに解釈上の疑義が生じたときは加盟店、当社双方の協議の上、誠意をもって定めるものとする。 
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AEON Pay決済特約 

 

第１条(総則) 

１．AEON Pay決済とは、イオンレジ決済サービスにおいて、利用者がスマートフォン等の通信端末にダウン

ロードするAEON Pay決済用スマートフォンアプリケーションを介して、当該アプリケーションに顧客が登録

したカードによってクレジットカード決済を行う決済方法、顧客が登録したカードもしくは金融機関口座から

チャージした残高を利用して決済を行う決済方法および顧客が保有するWAON POINTを充当する決済方法を

いいます。 

２．本特約における用語の定義は、本規約において別途定める場合を除き、イオンレジ加盟店規約およびクレ

ジットカード決済規約に定める定義と同義とします。 

３．AEON Pay決済においては、本特約に定める事項以外の事項については、イオンレジ加盟店規約およびク

レジットカード決済規約の定めが適用されます。 

 

第2条（AEON Pay決済） 

１．加盟店は、利用者からAEON Pay決済の申し込みがあった場合には、利用者の通信端末のAEON Pay決済

用スマートフォンアプリケーションを介して、当社の定める方法で売上承認を得るものとします。 

２．加盟店は、AEON Pay決済用スマートフォンアプリケーションまたは通信状況の不具合等その他理由の如

何を問わず、AEON Pay決済が使用できないことを確認した場合には、AEON Pay決済を行わず、速やかにそ

の旨を当社に対して報告するものとします。 

３．当社は、AEON Pay決済用スマートフォンアプリケーションの不具合等の理由でAEON Pay決済が使用で

きないことにより加盟店に生じた損害について一切の責を負わないものとします。 

 

第３条（利用限度額） 

１．当社は、AEON Pay決済に関する以下の各利用限度額を定めることができるものとします。 

（１）AEON Pay決済による取引1回あたりの決済上限金額 

（２）取扱店舗における1日あたりのAEON Pay決済の累計決済上限金額 

（３）顧客における1日あたりのAEON Pay決済の累計利用限度額 

（４）その他当社が任意に設定する決済上限金額 

２．当社は、加盟店に通知することにより前項の利用限度額を変更することができるものとします。 

３．加盟店が前2項に定める利用限度額を超えてAEON Pay決済を行おうとする場合は、加盟店はその都度事

前に当社の承認を得るものとします。 

 

第４条（支払方法） 

AEON Pay決済の支払方法は1回払いに限られ、定期購入等の継続的な取引にはAEON Pay決済は利用できな

いものとします。 

 

第５条（決済システム利用料） 2025.4.1～ 

加盟店は、当社が提供する決済システムサービスの利用の対価として、決済システム利用料を当社に支払うも 

のとし、その金額は、加盟店が取引代金請求を行った本決済サービスごと（カード等決済サービス、AEON 

Payチャージ払い決済サービスまたはWAONPOINT充当）の取引代金額に当該本決済サービス（カード等決済
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サービス、AEON Payチャージ払い決済サービスまたはWAONPOINT充当）ごとの加盟店申込書記載の手数

料率を乗じた金額に、当該金額の消費税率を乗じた金額を加算した金額とし、１円未満は切り捨てるものとす

る。 
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JCB 通信販売加盟店規約 

規約中の「当社」は、別途ご案内している JCBグループカード会社となります。本契約の契約当事者となるカー

ド会社が株式会社ジェーシービーのみの場合、「当社」「両社」「当社または JCB」を「JCB」と読みかえま

す。 

第 1 条（総則） 

1. 本規約は、加盟店（第 2条に定めるものをいう）が、日本国内の施設において第 2 条に定め

る通信販売を行う場合の、当社および株式会社ジェーシービー（以下「JCB」という）と加盟店と

の間の契約関係（以下「本契約」という）につき定めるものです。 

2. 本契約は、両社が新規加盟希望者（次項に定めるものをいう）による加盟申込を承諾し、加

盟店登録を行った日（以下「加盟日」という）に成立するものとします。 

3. 両社に本契約の申込みをする個人、法人および団体（以下「新規加盟希望者」という）は、

両社に対して、本契約に基づき通信販売を開始する時点において、以下の（1）（2）（3）のいず

れの事項も真実であることを表明し、保証します。 

（1）第 7 条（業務の委託）第 2 項および第 3 項、第 12条（通信販売の方法）第 1項、第 2項、

第 4 項、第 16 条（カードの不正利用等）各項、ならびに第 31 条（カードに関する情報等の機密

保持）第 1項から第 11項を遵守するための体制を構築済みであること。 

（2）特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近

5 年間に同法による処分を受けていないこと。 

（3）消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直

近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。 

4. 新規加盟希望者および加盟店は、前項の表明保証した内容が真実に反すること、または反す

るおそれがあることが判明した場合、両社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。 

5. 加盟店は、本契約成立後に本条第 3項（1）に定める体制が構築されていないことが判明し

た場合、もしくは本契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、または本条第 3 項（2）も

しくは（3）に該当する事由が新たに生じた場合には、両社に対して、直ちにその旨を申告するもの

とします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。 

第 2 条（用語の定義） 

本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。 

1.   「カード会社」とは、当社、または JCB が提携する会社その他の組織をいいます。 

2.   「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社、JCB およびカード会社が運営するクレジットカ

ード取引システム（以下「クレジットカード取引システム」という）に基づき当社および JCB（以

下「両社」という）に加盟を申込み、両社が加盟を承諾した個人、法人および団体をいいます。 

3.   「会員」とは、カードを正当に所持する者をいいます。 
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4.   「カード発行会社」とは、JCB およびカード会社のうち、会員に対してカードを発行する者を

いいます。 

5.   「カード」とは、カード発行会社が会員に発行する、JCB所定規格のクレジットカード、デビ

ットカードおよびプリペイドカード等（番号、記号、その他の符号を含む）のうち、両社が指定す

るものをいいます。 

6.   「提携ブランドカード会社」とは、カード会社のうち、JCB が提携する JCB ブランド以外の

ブランドカード会社をいいます。なお、提携ブランドカード会社は、本規約末尾の表＜提携ブラン

ドカード＞に記載することとします。 

7.   「提携ブランドカード発行会社」とは、提携ブランドカード会社および提携ブランドカード会

社その他の正当な権限者（以下総称して「提携ブランドカード会社等」という）から発行に関する

ライセンスを受けた会社、組織（提携ブランドカード会社の関連会社を含む）で、提携ブランドカ

ード会社等所定規格のクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカード等を発行する者

をいいます。提携ブランドカードにつき、両社が加盟店における取扱いを承諾した場合には、提携

ブランドカード発行会社は、本条第 1 項に定める「カード会社」および第 4 項に定める「カード発

行会社」に含まれるものとします。 

8.   「提携ブランドカード」とは、提携ブランドカード発行会社が発行する、提携ブランドカード

会社等所定規格のクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカード等をいいます。提携

ブランドカードにつき、両社が加盟店における取扱いを承諾した場合には、提携ブランドカード

は、本条第 5 項に定める「カード」に含まれるものとします。なお、提携ブランドカードの取扱い

に関しては、両社が別途定める特約があるものについては、当該特約が適用されるものとします。 

9.   「商品等」とは、加盟店が会員に販売する商品もしくは権利、または加盟店が会員に提供する

役務をいいます。 

10.  「信用販売」とは、会員および加盟店が当社、JCB およびカード会社所定の手続きを行うこと 

により、加盟店が商品等の代金または対価等を会員から直接受領しない方法により行う、加盟店の 

会員に対する商品等の販売または提供をいいます。なお、会員が所持するカードがクレジットカー 

ド、デビットカードまたはプリペイドカードのいずれであるかを問いません。 

11.  「通信販売」とは、前項に定める信用販売のうち、会員がカードの提示および署名によらず会 

員番号、有効期限、会員氏名等必要な事項を加盟店に伝達する方法により行う、商品等の販売また 

は提供をいいます。 

12.  「電子商取引」とは、前項に定める通信販売のうち、インターネットその他電子的な情報通信 

手段を通じて会員からの申込みを受け付ける取引をいいます。 

13.  「手数料」とは、立替払契約に基づく対価として、当社が加盟店から受領する手数料をいいま 

す。 

14.  「立替払金」とは、加盟店が会員に対する通信販売により取得した売上債権につき、当社が、 

会員に代わって、立替払いする金員をいいます。 

15.  「立替払契約」とは、加盟店の会員に対する個々の売上債権ごとに、加盟店と当社との間で成 

立する、当社が加盟店に対して立替払いする旨の契約をいいます。 

16.  「オーソリゼーション申請」とは、加盟店が通信販売を行う際に、事前に JCBの承認を得る 

ために行う、カードの信用照会をいいます。 

17.  「端末機」とは、通信販売において加盟店が行うべき手続き（オーソリゼーション申請、売上 
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データの送信、売上票の作成など）の一部を処理する機能を有する機器および情報処理システムを

いいます。 

18.  「売上票」とは、加盟店が通信販売を行った場合に両社所定の様式により作成される、売上日 

付、金額、加盟店名その他両社所定の通信販売の内容が記載された書面をいいます。 

19.  「売上データ」とは、加盟店が通信販売を行うにあたり、端末機によって作成される、売上票 

に準じた内容が記録された電磁的データをいいます。なお、「売上票」と「売上データ」を併せて   

「売上票等」といいます。 

20.  「売上票（加盟店控）」とは、加盟店が通信販売を行った場合に、加盟店が一時保管するため 

に両社所定の様式により作成される、「売上票」に準ずる内容が記載された書面または電磁的デー    

タをいいます。 

21.  「売上票（会員控）」とは、加盟店が通信販売を行った場合に、会員に交付するために両社所 

定の様式により作成される、「売上票」に準ずる内容が記載された書面または電磁的データをいい 

ます。 

22.  「カード番号等」とは、カードを特定するカード番号、ならびに、カードの有効期限、暗証番

号およびセキュリティコード等（割賦販売法第 35 条の 16 第 1項に定める「クレジットカード番

号等」を含む）をいいます。 

23.  「PCIDSS」とは、クレジットカードその他の決済手段にかかる情報、当該決済手段を用いた

取引等の保護に関する国際的なデータセキュリティ基準をいいます。 

24.  「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取

引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」（名称が変更された場合であっても、カー

ド情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、

加盟店が遵守することが求められる事項をとりまとめた基準として当該実行計画に相当するものを

含む）であって、その時々における最新のものをいいます。なお、最新の実行計画は、一般社団法

人日本クレジット協会のホームページに掲出されています（https://www.j-credit.or.jp/）。 

25.  「法人番号」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律」に定める法人番号をいいます。 

第 3 条（加盟店） 

1. 加盟店は、通信販売を行うにあたり、商号、代表者、本店所在地、電話番号、通信販売を行

うすべての店舗・施設・設備（インターネット等の電子的な情報通信手段を用いて通信販売を行う

場合にあっては、URL その他加盟店が事業を行う仮想空間を識別する記号等を含むものとする。以

下「カード取扱店舗等」という）、取扱商品等、通信販売の運用方法、申込受付方法（電話番号、

FAX番号、ホームページのURL等の申込受付先を含む。以下同じ）ならびに振込指定金融機関口

座その他両社が必要と認めた事項をあらかじめ両社に所定の書面その他両社が定める方法をもって

届け出、両社の承諾を得るものとします。なお、加盟店がカード取扱店舗等を追加、変更または取

消す場合も同様とします。 

2. 加盟店は、取扱商品等、通信販売の運用方法、申込受付方法に変更が生じた場合にはあらか

じめ両社に申し出、両社が必要と認めた場合には別途契約による加盟店申込手続を行うものとしま

す。 

3. 加盟店は、カード発行会社と会員との契約関係および、クレジットカード取引システムを承

認し、カードの普及向上に協力するものとします。 
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4. 当社、JCB またはカード会社は、会員のカード利用促進のために、加盟店の個別の了承なし

に印刷物、電子媒体等に加盟店の名称および所在地等を掲載する場合があります。 

5. 加盟店は、使用する端末機をあらかじめ両社に届け出、両社の承諾を得るものとします。な

お、端末機の追加、変更および撤去についても同様とします。 

6. 加盟店は、本規約、端末設置会社（端末機の設置に関して加盟店と契約関係にある会社をい

う。以下同じ）が指定する規約および規定等（操作マニュアル等を含む。以下「端末使用規約」と

いう）ならびに端末設置会社の指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって、端末機を使用およ

び保管するものとします。加盟店は、端末機の設置場所を移動する場合には、あらかじめ端末使用

規約に従い、端末設置会社に届出等を行うものとします。 

7. 加盟店は、端末機を修理、修復する必要が生じたときは、端末使用規約の定め、または端末

設置会社の指示に従い、自らの費用と責任をもって迅速に対応するものとします。 

8. 加盟店は、売上集計表、売上票等、端末機、加盟店標識、およびサービスマーク等（デジタ

ルデータ化されたものを含む）を本規約に定める以外の用途に使用し、もしくは解析してはならな

いものとし、またこれらを第三者に使用させてはならないものとします。また、加盟店は、JCBま

たはカード会社の業務に係る名称、商号、商標、標章その他の商品または営業に関する一切の表示

および、JCBまたはカード会社の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとし、当社

および JCB が使用を中止もしくは禁止した場合は、異議なくこれに応じるものとします。 

第 4 条（費用負担等） 

加盟店は、加盟に際し、当社が請求する場合には、当社所定の加盟金を支払うものとします。また、加盟店

は、加盟店標識を購入する場合の購入代金、および端末機の設置、使用、保守にかかわる費用を当社が別途定

める方法で支払うものとします。なお、支払われたこれらの費用等は、本契約が終了した場合または決済サー

ビス（本規約に付随する特約に定められるものを含む。以下同じ）の一部の取扱いが終了した場合にも返還さ

れないものとします。 

第 5 条（届出事項の変更） 

1. 加盟店は、加盟申込時または加盟店となった後に両社に届け出た事項（氏名・名称または商

号、代表者、本店所在地、電話番号、電子メールアドレス、カード取扱店舗、取扱商品等、通信販

売の運用方法、申込受付方法、振込指定金融機関口座、カード番号等の保持状況ならびに不正利用

対策実施状況等を含むが、それらに限られない）に変更が生じた場合には、直ちに両社所定の方法

により、両社へ届け出、両社の承諾を得るものとします。ただし、第 3 条第 2 項の規定が適用され

る場合は、同項に従い別途契約による加盟店申込手続を行うものとします。 

2. 前項の届け出がないために、当社または JCB からの通知もしくは送付書類が延着し、もしく

は到着しなかった場合、または当社が送金した立替払金が延着し、もしくは着金しなかった場合に

は、通常到着または着金すべきときに加盟店に到着または着金したものとみなすものとします。 

3. 加盟店が、本契約とは別途、JCBまたはカード会社との間でカードその他の決済サービスの

取扱いに係る加盟店契約を締結している場合には、当該加盟店は、以下の事項を承諾するものとし

ます。 
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（1）加盟店が本条第 1項の変更届出を行っていない場合であっても、加盟店が JCB またはカード

会社に届け出た情報に基づいて、両社が加盟店から本条第 1項の変更届出があったものとして取扱

うことがあること。 

（2）加盟店が JCB またはカード会社との加盟店契約に基づいて変更届出を行っていない場合であ

っても、加盟店が両社に届け出た情報に基づいて、JCB またはカード会社が加盟店から本条第 1 項

の変更届出があったものとして取扱うことがあること。 

4. 本条第 1 項の届け出がなされていない場合であっても、両社は、適法かつ適正な方法により

取得した加盟店情報に基づき、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、両社が加盟店か

ら本条第 1項の変更届出があったものとして取扱うことがあることを承諾するものとします。 

第 6 条（地位の譲渡等） 

1. 加盟店は、両社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を譲渡し、または

会社分割、合併等の方法で第三者に承継させることができないものとします。 

2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。 

3. 当社（ただし、JCB が承諾した場合に限る）または JCB は、本契約上のすべての地位、ま

たは特定の提携ブランドカード取扱いに関する地位を第三者に譲渡することができるものとし、加

盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。 

第 7 条（業務の委託） 

1. 加盟店は、両社の事前の承諾を得ることなく、本規約に基づく通信販売に関する業務の全部

または一部を第三者（以下「業務代行者」という）に委託（業務代行者が別の第三者に再委託する

など、再委託以降の委託が行われる場合を含む。以下同じ）できないものとします。 

2. 加盟店は、両社から前項に定める承諾を得ようとする場合には、業務代行者が本規約に定め

る加盟店のすべての義務および責任を遵守する能力を有する者であることを確認したうえで、両社

に対して承諾を取得するものとします。両社は、加盟店および業務代行者が PCIDSS 等の JCBの

指定する情報セキュリティ基準を充たすか否か、およびその他不適切な事情がないか等を考慮し

て、業務委託を承諾するか否か判断するものとします。 

3. 両社が業務委託を承諾した場合、加盟店は以下の各号に定める義務を遵守するものとし、こ

れらを遵守できない場合には直ちに業務委託を取り止め、または業務代行者を変更するものとしま

す。 

（1）両社が業務委託の承諾に条件を付した場合、当該条件を維持すること。 

（2）本規約に定める加盟店のすべての義務および責任（第 14 条（加盟店の義務、禁止行為等）第

1 項および第 31 条（カードに関する情報等の機密保持）に定める義務を含むが、それらに限られな

い）を業務代行者に遵守させること。 

（3）加盟店と業務代行者との間の委託契約において、以下の各号に定める事項を規定したうえで、

これらを業務代行者に遵守させること。 
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（i）カード番号等につき第 31 条第 1項に定める漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、

またはそれらのおそれが生じた場合、同条各項に準じて、業務代行者は直ちに加盟店、当社およ

び JCB に対してその旨を連絡すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに、二次

被害および再発を防止するための計画の策定および実施を行い、その結果を加盟店、当社および

JCB に報告すること。 

（ii）加盟店、当社および JCB が、業務代行者に対し、カード番号等の取扱いに関して第 22条

（調査協力、資料の提出等）各項に定める調査権限と同等の権限を有すること。 

（iii）業務代行者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合その他本規約に基づき業

務委託を取り止め、または業務代行者の変更を行う必要がある場合には、加盟店は、必要に応じ

て当該業務代行者との委託契約を解除することができること。 

4. 前項により両社が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義

務および責任について免れないものとします。また、業務代行者が委託業務に関連して当社、JCB

またはカード会社に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社、JCBおよびカード会

社の損害を賠償するものとします。 

5. 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に両社に申し出、両社の承諾を得るものと

します。 

6. 両社は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三

者に委託することができるものとします。 

第 8 条（通信販売にかかわる広告） 

1. 加盟店は、加盟店の負担と責任において通信販売に関する広告の企画、制作を行うものとし

ます。 

2. 加盟店は、広告にあたり以下の事項を遵守するものとします。 

（1）特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法その他の関連諸法令の

定めに違反しないこと 

（2）消費者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと 

（3）公序良俗に違反する表示をしないこと 

（4）以下の事項について、広告時点において表示を行うこと 

（i）加盟店の名称 

（ii）加盟店の所在地 

（iii）加盟店の電話番号（電子商取引においては電子メールアドレスを併記） 

（iv）責任者名および責任者への連絡方法 
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（v）商品等の販売価格、送料、その他必要とされる料金 

（vi）商品等の引渡期間 

（vii）代金の支払時期および方法 

（viii）通信販売に係る申込の撤回・契約の解除および商品等の返品の可否ならびにその期間およ

び方法等に関する説明 

（ix）電子商取引においては当該データを暗号化し、かつ暗号化している旨の表示を行うこと。

ただし、暗号化によりデータの機密性が完全に保持できる等、消費者に誤解を与える表示をしな

いこと 

（x）その他、両社が必要と認めた事項 

3. 加盟店は、本規約に基づき取扱う商品等に関するすべての広告において、カードが使用でき

る旨を明示するものとします。 

第 9 条（通信販売） 

1. 加盟店は、会員から通信販売を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にの

っとり、会員に対し通信販売を行うものとします。 

2. 加盟店が取扱うことができる支払区分は、ショッピング 1 回払いとなります。なお、クレジ

ットカードによる通信販売では、ショッピング 2回払い、ボーナス 1回払い、ショッピングリボ払

い、ショッピング分割払い、その他両社が特に認めた方法のうち、両社が承諾した支払区分で取扱

うことができます。 

3. 前項の規定にかかわらず、加盟店は、カード発行会社と会員との契約に基づき、一部の支払

区分の取扱いができない場合があることを承諾します。 

4. 本条第 1 項の規定にかかわらず、加盟店は、カード発行会社の判断により、当該カード発行

会社の発行したカードでの通信販売ができない場合があることを承諾します。 

第 10 条（申込受付方法） 

1. 加盟店は、会員からの通信販売の申込みをインターネットその他の電子的な情報通信手段、

郵送、電話、ファクシミリ等の手段により受け付けるものとします。 

2. 加盟店は、電子商取引の申込みを受け付ける場合には、会員番号、有効期限等の情報および

注文に関する情報を暗号化する等の措置を講じるものとし、あらかじめ両社よりセキュリティ、運

用方法等の承諾を得るものとします。 

第 11 条（通信販売の運営に関する責任） 

1. 加盟店は、通信販売の運営等に際し、会員の保護の観点から以下の対応、措置を講じるもの

とします。 

（1）会員との契約上のトラブルが発生した際に、信義則に反して一方的に会員が不利にならないよ

うに取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲について会員が理解できるよう明示する

こと。 



30 

 

（2）会員からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置のうえ、会員に当該窓口への連絡手段を告

知し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと。 

2. 加盟店は、通信販売を行うことに関し、以下の事項を遵守するものとします。 

（1）加盟店の作成した販売条件や商品等の説明等を含む広告の表示内容に基づく瑕疵のない商品等

の販売、提供を行うこと。 

（2）会員に対し、購入の申込み、承諾の仕組みを明示し、会員が取引の成立時期を明確に認識でき

る措置を講じること。 

（3）電子商取引にあっては、会員との間での二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表

示するなど誤操作の防止措置を講じること。 

第 12 条（通信販売の方法） 

1. 加盟店は、カードの取扱いにあたり、以下の各号の手続きにより通信販売を行うものとしま

す。 

（1）カードの有効期限を経過していないことを確認すること。 

（2）カードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。 

（3）オーソリゼーション申請を行い、JCB の承認を得ること。 

（4）両社所定の方法により売上票等を作成し、会員番号、会員氏名、有効期限、加盟店番号（オー

ソリゼーション申請を行った加盟店番号と同一のものに限る）、オーソリゼーション申請により取

得した承認番号、加盟店名、売場名、担当者名、支払区分、売上日付、金額、品名、型式、数量等

を記入または記録すること。なお、売上日（通信販売日）は商品の発送日、またはサービスの提供

日とすること。 

（5）売上票（会員控）を作成し会員に交付すること。 

（6）両社所定の方法により売上票等を当社へ送付すること。 

2. 加盟店は、会員から通信販売の申込みがあった場合、その全件について、通信販売を行う前

にオーソリゼーション申請を行い、当該通信販売に係る JCB の承認を得るものとし、JCB の承認

が得られなかった場合、当該通信販売を行ってはならないものとします。また、JCB の承認取得後

に、会員が加盟店との取引の申込みを撤回するなどして、通信販売に至らなかった場合には、加盟

店は、直ちに、JCB 所定の方法によりオーソリゼーション申請を取り消すものとします。なお、オ

ーソリゼーション申請による JCBの承認は当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該通

信販売の申込者が会員本人であることを保証するものではないことを、加盟店は承諾するものとし

ます。 
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3. 本条第 1 項の規定にかかわらず、両社が別途通信販売の方法を指定し、加盟店に通知した場

合には、加盟店は指定された方法により通信販売を行うものとします。 

4. 加盟店は、本条第 1項から前項までに定める手続きの履行、および通信販売の申込者がカー

ド名義人本人であることの確認を、実行計画に従い、善良な管理者の注意義務をもって行うものと

します。 

5. 加盟店は、原則として商品等の配送時または提供時に、商品等の名称、数量、代金額、送

料、税額、代金支払方法その他の事項（割賦販売法の適用となる通信販売を行った場合または会員

からの求めがあった場合は、同法第 30 条の 2の 3 第 4 項または同条第 5項およびそれらの施行規

則に定める事項を含む）等を記載した書面（割賦販売法により認められる場合には電磁的データ）

を会員に交付するものとします。 

6. 1 件の売上として、オーソリゼーション申請および次条に基づく売上表等の作成を行うこと

ができる売上金額は、会員に対する商品・権利の販売または役務の提供に係る単一の契約の売上代

金額（税金、送料を含む）のみとし、現金の立替え、および過去の売掛金の精算等に係る金額を含

めることはできないものとします。また、通常 1件の売上として処理されるべきものを日付の変

更、金額の分割等によりオーソリゼーション申請および売上票等の作成を複数にすること、および

売上票等の金額訂正はできないものとします。 

第 13 条（売上票等の作成、保管および提出等） 

1. 加盟店は、両社が事前に承諾した場合を除き、両社所定の方法で、売上票等、売上票（会員

控）、売上票（加盟店控）、および売上集計表を作成するものとします。 

2. 加盟店が、同一の会員について、複数回、商品等の販売または提供を行い、それぞれについ

てオーソリゼーション申請による JCBの承認を得て通信販売を行う場合、加盟店は、それぞれにつ

いて前条および本条に基づき、売上票等の作成・送付または送信を行う必要があり、複数の取引を

合算して売上処理をしてはならないものとします。 

3. 加盟店は、通信販売日から原則として 1週間以内に、当該通信販売の売上票等を支払区分ご

とに取りまとめ、両社所定の売上集計表に添付して当社に送付または送信するものとします。 

4. 加盟店は、当社から第 18 条（手数料および支払い）に基づき個々の通信販売に係る立替払

金の支払いを受けるまで、第 31条（カードに関する情報等の機密保持）に従って、当該通信販売

に係る売上票（加盟店控）を保管するものとします。 

5. 加盟店は、売上票等を未だ当社に送付または送信していない場合において当社が加盟店に対

して売上票等の送付または送信を請求した場合、直ちに、当社に対して売上票等を送付または送信

するものとします。また、加盟店が売上票等を当社に送付または送信したか否かにかかわらず、当

社が加盟店に対して売上票（加盟店控）の送付を請求した場合（ただし、加盟店が次項に基づき売

上票（加盟店控）を破棄した場合はこの限りではない）、当該請求から 7日以内に、これを当社に

提出するものとします。 

6. 加盟店は、当社から個々の通信販売に係る立替払金の支払いを受けたときは、速やかに、カ

ード番号等、会員の氏名その他のカード取引および会員に関する情報が漏洩するおそれのない方法

で、当該通信販売に係る売上票（加盟店控）を破棄し、保管しないものとします。 

7. 加盟店は、売上票等、売上票（加盟店控）および売上票（会員控）を、第三者に譲渡できな

いものとします。 

第 14 条（加盟店の義務、禁止行為等） 
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1. 加盟店は、個人情報の保護に関する法律、割賦販売法、資金決済に関する法律、特定商取引

に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令等を遵守し

て、通信販売を行うものとします。 

2. 加盟店は、有効なカードによる通信販売の申込みを行った会員に対し、通信販売を拒絶し、

または現金払いや他社の発行するクレジットカードその他の決済手段の利用を求めてはならないも

のとします。また、加盟店は、会員に対し、現金払いその他の決済手段を利用する顧客と異なる金

額を請求したり、カードの取扱いに本規約に定める以外の制限を設ける等、会員に不利となる差別

的取扱いを行わないものとします。 

3. 加盟店は、以下に定める内容の取引に関して、通信販売を行わないものとします。 

（1）公序良俗違反の取引 

（2）銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国

際取引に関する条約（ワシントン条約）その他の法令において禁止された商品等の取引 

（3）特定商取引に関する法律その他の法令に違反する取引 

（4）消費者契約法第 4条の規定に基づき取消しが可能である取引 

（5）当社または JCB が会員の利益の保護に欠けると判断する取引 

（6）会員が遵守すべき規約等に違反して行おうとする取引 

（7）会員またはその関係者が商品等を換金すること、またはその目的があることを知っていながら

行う取引 

（8）第三者の権利（著作権、肖像権、商標権その他の知的財産権を含む）を侵害する取引 

（9）加盟店、当社、JCB もしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が

発生するおそれ、または当社もしくは JCBの信用が毀損されるおそれがあると、両社が判断する取

引であって、当社または JCB が本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびに当社または

JCB が指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引 

（10）その他当社または JCB が不適当と判断する取引 

4. 加盟店は、商品等の販売または提供を行うために行政機関からの許認可の取得、行政機関へ

の登録または届出等（以下「許認可取得等」という）が必要な取引に関して通信販売を行おうとす

る場合には、許認可取得等を行っていることを証明する関連証書類をあらかじめ両社に提出したう

えで、当該商品等を通信販売することについて、両社の事前の承諾を得るものとします。また、加

盟店は当該許認可もしくは登録を取り消され、または停止されるなどした場合には、直ちにその旨

を両社に通知し、当該商品等の通信販売を行わないものとします。 

5. 加盟店は、現金（外国通貨を含む）、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その

他有価証券の売買等（電子マネーまたはプリペイドカードのチャージ等を含む）の決済手段とし
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て、カードを取扱ってはならないものとします。ただし、両社が個別に承諾した場合にはこの限り

ではないものとします。 

6. 加盟店は、インターネットを介したソフトウエアのダウンロード等の方法により、ソフトウ

エアおよびデジタルファイルの形式での情報等の通信販売を取扱う場合には、事前に両社に申し

出、両社の承諾を得たうえで、両社が承諾した、カードの不正使用防止策を講じて、通信販売を行

うものとします。 

7. 加盟店は、通信販売の対象が電信、電話、インターネット接続サービス等の通信サービス、

その他継続的に発生するサービスで、かつ両社が認めたサービスに関する通信販売の取扱いを行う

場合には、別途両社との間で JCB所定の内容の覚書を締結するものとします。 

8. 加盟店は、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。加盟店の代表者、役員もし

くは従業員が発行を受けたカード、または加盟店である個人が代表者を務める他の法人が発行を受

けたカードが、カード取扱店舗等において用いられた場合、加盟店は、当社または JCBがカード取

扱状況の説明を求めたときは、当該カード取引が（2）に該当しないことを証明しなければならない

ものとします。 

（1）自らが発行を受けたカードを、自らのカード取扱店舗等において用いる行為 

（2）商品等の売買または役務の提供の実態がないにもかかわらず、通信販売を装い、カードを取扱

う行為 

（3）次の（i）または（ii）の行為、その他会員が現金を取得することを目的として、カードを取扱

う行為 

（i）商品・権利の販売、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価により通信販売を行

い、会員に対して、現金または現金に類似するものを交付する行為 

（ii）加盟店が会員から商品・権利を買い戻すことを前提として、または会員が当該商品・権利

を第三者に転売して現金化する目的があることを知って、会員に対して、当該商品・権利の通信

販売を行う行為 

（4）第三者の会員に対する売上債権につき、当社に立替払いさせる目的で、カードを取扱う行為

（会員の認識の有無を問わない） 

9. 加盟店は、以下の場合には、自己の責任と費用をもって対処し、解決にあたるものとしま

す。 

（1）会員から通信販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合 

（2）加盟店と会員との間において紛議が生じた場合 

（3）会員または関係省庁その他の行政機関等から本条第 3項の取引に該当する旨または法令に違

反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合 
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10. 加盟店は、端末機およびそこに蓄積されているデータの破壊、分解、または解析等を行って

はならず、また、いかなる理由があっても、端末機の改変または解析を行い、あるいは、このよう

な行為に加担、協力してはならないものとします。 

第 15 条（商品等の送付、提供） 

1. 加盟店は、会員より通信販売の申込みを受け付けた日から起算して原則として 2週間以内

に、会員の指定する場所に商品等の送付、提供を行うものとします。 

2. 前項にかかわらず、加盟店が商品等の全部の送付または提供を行う前に第 13 条に基づき売

上票等の作成および提出等を行うことにより、通信販売を行ったときから 2 週間を超えて商品等の

代金の前払いを受ける事業を行おうとする場合には、商品等の送付または提供の方法や時期等に関

してあらかじめ両社に申し出、両社の書面による承諾を得るものとします。 

3. 加盟店は、前項に基づき、通信販売を行ったときに 2 週間以内に商品等の送付または提供を

行わない場合には、会員に書面をもって商品等の送付または提供の時期等を通知するものとしま

す。 

4. 加盟店は、会員が商品等の送付先として、商品等の受領確認が不明確となるおそれ、または

通信販売の申込者が会員本人であるか否かが不明確となるおそれのある場所（私書箱、局留め、コ

ンビニエンスストア等をいうが、それらに限られない）を指定した場合には、当該場所に商品等を

発送する通信販売売上代金およびこれによって生じた紛争について加盟店が全責任を負うものとし

ます。 

第 16 条（カードの不正利用等） 

1. 加盟店は、次の各号の事由に該当する場合には、当該通信販売の申込みを行った者に対して

は通信販売を行わないものとします。加盟店は、これらの事実が生じた場合、直ちにその事実を当

社または JCBに連絡するものとします。 

（1）申込者が会員本人以外であると疑われるときなどカード使用状況が明らかに不審と思われると

き 

（2）当社または JCB があらかじめ通知した無効なカード番号等に該当するときなど、カード番号

等が無効なものと思われるとき 

2. 万が一、加盟店が前項に違反して通信販売を行った場合、加盟店は当該代金全額について一

切の責任を負うものとします。 

3. 加盟店は、通信販売につきカードの不正利用がなされた場合であって、当該事象の発生が複

数回に及ぶなど割賦販売法および実行計画の趣旨に鑑みて必要性が認められる場合には、その必要

性に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に

基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならない

ものとします。 

4. 加盟店は、前項の場合、直ちにその旨を両社に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の

調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジ

ュールを報告するものとします。 
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5. 技術の発展、社会環境の変化、実行計画の改定その他の事由により、以下の各号に該当する

ときは、JCBは、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれ

に応じるものとします。 

（1）加盟店がカードの不正利用を確認するための方法が、実行計画に掲げられた措置に該当しない

可能性があるとき 

（2）前号のほか、不正利用を防止するために特に必要があるとき 

第 17 条（立替払） 

1. 当社は、加盟店が会員に対する通信販売により取得した売上債権につき、本条第 2 項に基づ

き立替払契約が成立したものについて、本契約に基づき、会員に代わって立替払いするものとしま

す。 

2. 加盟店と当社との間の立替払契約は、第 13 条第 3 項に基づき売上集計表および売上票等が

当社に到着した売上債権について、当該到着日に成立して、その効力が発生し、同時に会員に対す

る当社の求償権が発生するものとします。 

3. 加盟店は、第 12条第 1項に基づき通信販売の手続きを完了した場合は、当社が加盟店に対

する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使し

ないものとします。ただし、加盟店が会員からの申し出に基づき第 19条に定める立替払契約の取

消しを行った場合、または当社が第 23 条に基づき立替払契約の取消し・解除を行った場合であっ

て、加盟店が会員に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限

りではありません。 

第 18 条（手数料および支払い） 

1. 加盟店が支払う立替払いにかかわる手数料は、立替払契約の効力が発生した売上債権を JCB

が別途定める種類ごとに合計した金額に、各々両社が定める手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五

入した金額の合計額とするものとします。 

2. 当社の加盟店に対する立替払金の支払いは、本規約末尾の表＜締切日・支払日＞の定めに従

い、その種類に応じて、締切日ごとに当社が集計を行い、当該集計の対象となった売上債権につい

て、支払日に当該売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に

振込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではな

いものとします。なお、応当日の 15日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休

業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力によ

る場合は、当社は立替払金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を

負いません。 

3. 前項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店の名義（加盟店が個

人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指

す）と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわら

ず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求める

ことができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとし

ます。 
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4. ショッピング 2回払いの方法による通信販売に係る立替払金については、本規約末尾の表＜

締切日・支払日＞に定める 2 種類の支払日のうち加盟店が両社に申込み、両社が認めた方法で支払

うものとします。なお、支払いが 2回にわたる場合には、売上債権総額を 2 分割し、その 1／2 ず

つを支払うものとします。また、2分割した際に端数が生じた場合には、初回の支払い時にその端

数を支払うものとします。 

5. ボーナス 1回払いの方法による通信販売に係る立替払金については、本規約末尾の表＜締切

日・支払日＞に定める方法で支払うものとします。 

6. 当社の加盟店に対する立替払金の支払いは、当社が加盟店に対して直接支払うか、または当

社が指定し、事前に加盟店に通知した両社所定の会社が立替払いするものとします。加盟店は、当

社が両社所定の会社に加盟店への立替払いを委託することを承諾します。 

7. 当社または JCB に加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第 2 項により支払う立

替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社または JCB に対して

立替払金以外の債権がある場合には、当社は本条第 2 項により支払う立替払金と当該債権の金額を

合算して支払うことができるものとします。 

第 19 条（通信販売の取消し） 

1. 加盟店は、通信販売を行うすべての商品等について、会員に商品等が到着してから 2週間以

内の期間においては商品等の返品または交換を受け付けるものとし、会員に対し、通信販売時にお

いて、その旨を明示するものとします。また、加盟店は、商品等の特性に鑑みて返品もしくは交換

を受け付けない場合または返品もしくは交換の期間制限を設ける場合にはあらかじめ両社の承認を

得るものとし、両社の承認を得た場合には、会員に対し、通信販売時においてこれらの事項を明示

するものとします。加盟店は、会員が法律上の権利に基づき、商品等の返品を行った場合は、遅滞

なく、次項に基づき通信販売の取消しを行うものとします。 

2. 加盟店は、加盟店が通信販売の取消しを行おうとする場合には、直ちに、以下の手続きを行

うものとし、当社の事前の承諾なく、本項に定める方法以外の方法で（返金対応を含む）、通信販

売の取消しを行ってはならないものとします。この場合、当社は第 17条第 2 項に準じて処理する

ものとします。 

（1）当該通信販売に係るオーソリゼーション申請の取消しを行うこと。 

（2）第 12 条に準じて取消用の売上票等を作成すること。 

（3）第 13 条に準じて取消用の売上票等の送付または送信を行うこと。 

3. 前項にかかわらず、当社または JCB は、合理的な理由がある場合は、加盟店による通信販売

の取消しを、事後的に拒絶することができるものとします。 

4. 加盟店は、本条第 1項により立替払契約を取消した売上債権の立替払金が支払い済みの場合

には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は当該立替払金を次回以降に加

盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。 

 

第 20 条（商品の所有権） 
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1. 加盟店が会員に通信販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立し

たときに当社に移転するものとします。ただし、第 19 条または第 23 条により立替払契約が取消し

または解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払

い済みのときは加盟店が当該立替払金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。 

2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用等により会員以外の者に対して誤って通

信販売を行った場合であっても、当社と加盟店との間に立替払契約が成立した場合には、通信販売

を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項ただし書の規定を

準用するものとします。 

第 21 条（支払停止の抗弁等） 

1. 会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を、当社、JCB

またはカード会社に申し出た場合、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。 

2. 前項に該当する場合の立替払金の支払いは以下のとおりとします。 

（1）当該立替払金が支払い前の場合には、当社は当該立替払金の支払いを保留または拒絶すること

ができるものとします。 

（2）当該立替払金が支払い済みの場合には、加盟店は当社に対し当該立替払金を直ちに返還するも

のとします。また、当社は当該立替払金を次回以降に加盟店に対して支払う立替払金から差し引け

るものとします。 

（3）当該抗弁事由が解消した場合には、当社は加盟店に当該立替払金を支払うものとします。な

お、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。 

3. 会員と加盟店との間に第 14 条第 9 項に定める紛議が生じ、会員が通信販売代金の支払いを

拒んだときの立替払金の支払いについても、前項を準用するものとします。 

第 22 条（調査協力、資料の提出等） 

1. 加盟店は、以下の場合には、加盟店の費用負担で当社または JCB からの求めに応じ、（i）

カードの使用状況、（ii）加盟店によるカードの取扱い状況、（iii）通信販売の申込者に関する事項、

（iv）通信販売の申込に関する事項、（v）加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体

的な内容および態様、商品等の発送、提供および受領に関する事項その他通信販売の内容、および

（vi）加盟店が通信販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申し出もしくは行政

機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社または JCB の調査に速やかに協力しな

ければならないものとします。 

（1）会員が当社、JCB またはカード会社に対して、商品等に係る代金の支払いに関して、前条第

1 項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合 

（2）当社、JCB またはカード会社が、会員から通信販売または商品等に関し、苦情または相談を

受けた場合 

（3）前二号のほか、加盟店と会員との間において紛議が生じた場合 
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（4）会員または関係省庁その他の行政機関等から第 14条（加盟店の義務、禁止行為等）第 3 項の

取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、または

そのおそれがあると当社もしくは JCBが認めた場合 

（5）紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードが加盟店において使用されるなどの不

正利用が行われ、またはそのおそれがある場合 

（6）加盟店と当社との間の立替払契約の対象となった売上債権について、第 23条（立替払契約の

取消しまたは解除等）第 1 項（（8）、（10）および（11）を除く）のいずれかに該当する疑いが

あると当社が認めた場合 

（7）加盟店が本規約に違反し、またはそのおそれがある場合 

（8）割賦販売法その他の関連諸法令に基づき調査を行う必要がある場合 

（9）上記各号に準じ、当社または JCB が必要と判断した場合 

2. 前項の調査にあたって、当社または JCB が加盟店に対して求めた場合、加盟店は、当社およ

び JCB に対して、以下の資料等を 7日以内に提出するものとします。 

（1）通信販売に係る申込に関する証跡（葉書、FAX 書面、申込受付票および申込受付データ等を

含む。以下同じ） 

（2）通信販売に係る商品等の明細（個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票） 

（3）パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料 

（4）商品等の内容を説明する資料 

（5）商品等の仕入れに関する証跡 

（6）商品等の発送に関する証跡（発送伝票を含む）および会員作成に係る受領書等 

（7）商品・権利の販売または役務の提供を行うに際して加盟店が作成した書類・記録 

（8）その他当該調査を行うにあたって当社または JCB が必要と判断する資料 

3. 加盟店は、当社または JCB が、会員からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、また

は本条第 1項（4）に該当するなどし、当社または JCB が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査

を行う場合、その他当社または JCB が加盟店から会員の個人情報等を受領することについて正当な

理由がある場合、会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前

二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします。 

4. 加盟店は、当社または JCB が求めた場合、速やかに、計算書類等（加盟店が会社の場合に

は、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書をいい、加盟店が会社以外の法
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人または個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう）、その他加盟店の事業内容、資産内容お

よび決算内容に関する資料を開示するものとします。 

5. 加盟店は、前四項の義務を履行するため、加盟店の責任において各項記載の書類等を 5 年間

保管するものとします。 

6. 加盟店は、当社または JCB が別途請求した場合は、当社または JCB が別途指定した事項を

報告するものとします。 

7. 加盟店は、本条第 1項（5）に該当する場合で、当社または JCB から指示があったとき、ま

たは加盟店が必要と判断したときは、加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第 1項（5）のカード

による売上等に関する被害届を提出するものとします。 

第 23 条（立替払契約の取消しまたは解除等） 

1. 当社は、当社と加盟店との間の立替払契約の対象となった売上債権について、以下のいずれ

かの事由が生じた場合、第 12 条第 2項に基づき加盟店が JCBの承認を取得したか否かにかかわら

ず、立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。なお、（1）、

（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（8）または（10）の事由が生じた場合にあっては、当該

事由が生じたことにつき加盟店に故意または過失その他帰責性があったか否かを問わず、当社は立

替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できます。 

（1）売上票等が正当なものでないとき 

（2）売上票等の記載内容が不実不備であるとき 

（3）他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社に立替払請求したとき 

（4）通信販売日から 61 日以上経過して（ボーナス 1回払いの方法による売上債権については、通

信販売日から 61日以上経過したか、または本規約末尾の表＜締切日・支払日＞の取扱期間に対応

する締切日に遅れて）当該売上債権に係る売上票等が当社に到着したとき 

（5）加盟店が第 12 条（通信販売の方法）各項の規定に定める手続きによらず通信販売を行ったと

き 

（6）会員より自己の利用によるものではない旨の申し出が当社、JCBまたはカード会社にあった

とき 

（7）加盟店が第 16 条（カードの不正利用等）の規定に違反して通信販売を行ったとき 

（8）第 14 条（加盟店の義務、禁止行為等）第 9 項に定める紛議または第 21 条（支払停止の抗弁

等）第 1 項に定める抗弁事由が、立替払契約の成立日より 60日を経過しても解消しないとき 

（9）加盟店が第 9 条（通信販売）第 1項、または第 14条（加盟店の義務、禁止行為等）第 1 項

から第 8 項に違反する通信販売を行ったとき 
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（10）加盟店が第 13 条（売上票等の作成、保管および提出等）第 5項に従って、売上票等または

売上票（加盟店控）を期限内に当社に提出しなかったとき 

（11）加盟店が第 22 条（調査協力、資料の提出等）の規定に違反したとき 

（12）その他加盟店が本規約または本規約に付随する特約がある場合には当該特約に違反したとき 

2. 前項に該当した場合、当社は加盟店に対し、当社所定の方法により通知するものとします。

また、取消しまたは解除の対象となった立替払契約の立替払金を既に受領している場合には、加盟

店は、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は当該立替払金を次回以降に加

盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。 

3. 当社が、前条第 1 項（6）、第 2 項および第 3 項に基づく調査を行う場合、当社は当該調査

が完了するまで立替払金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30日を経過し

てもその疑いが解消しない場合には、立替払契約を取消しまたは解除することができるものとしま

す。なお、加盟店は売上票、通信販売の申込みに関する証跡、商品等の発送に関する証跡、商品等

の受領書・明細等を提出する等、当社または JCBの調査に協力するものとします。調査が完了し、

当社が当該立替払金の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に当該立替払金を支払うもの

とします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。 

4. 本条第 1 項に定める取消しまたは解除事由は、法令等の変更、カード決済に係る国際的な標

準的ルールの変更、犯罪の高度化およびそれに対応するためのセキュリティ対策の強化の必要性そ

の他の諸事情により、変更または追加されることがあることを、加盟店はあらかじめ承諾するもの

とします。 

第 24 条（差押等の場合の処理） 

本契約に基づき加盟店が当社に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった

場合、当社は当該債権を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続きによる限り遅延損害

金を支払う義務を負わないものとします。 

第 25 条（セキュリティ保持義務） 

1. 加盟店は、本契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、会員番号、有効期限等をイン

ターネットを介して伝達する場合には、暗号化する等の安全化措置を講じるものとし、あらかじめ

その方法について両社の承諾を得るものとします。 

2. 加盟店は、その責において、加盟店の保有する会員の情報を含む一切の情報およびシステム

を第三者に閲覧、改ざん、破壊されないための措置をあらかじめ講じたうえで本契約を履行するも

のとします。 

3. 前二項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、加盟店はその全責任を負うも

のとし、両社およびカード会社に一切の迷惑をかけないものとします。 

第 26 条（情報の収集および利用等） 

1. 加盟店およびその代表者または新規加盟希望者およびその代表者（以下「加盟店等」と総称

する）は、両社が本項（1）に定める加盟店等の情報（以下「加盟店情報」という）のうち個人情報

につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。 
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（1）本契約（本申込みを含む。以下同じ）を含む両社と加盟店等の間の加盟申込審査（決済サービ

スの追加申込審査を含む。以下同じ）、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店

調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードおよびギフトカード等利用促進にかか

わる業務のために、以下の（i）から（xiv）の加盟店情報を収集、利用すること。 

（i）加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、電子メールアドレス、口座情報、法人番

号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店等が加盟申込時および変更届け時に届け

出た事項 

（ii）加盟申込日、加盟日（決済サービスを追加した日を含む）、端末機の識別番号、取扱商品

等、販売形態、業種等の加盟店等と両社の取引に関する事項 

（iii）加盟店のカードの取扱い状況（オーソリゼーション申請に係る情報を含む） 

（iv）当社または JCBが収集した加盟店等のカード利用履歴（加盟店等がカード等の保有者と

してカード等を利用して商品等の購入等を行った履歴をいう） 

（v）加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項 

（vi）当社または JCBが適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等、公的機関が発行す

る書類または公表する情報に記載または記録された事項 

（vii）電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報 

（viii）当社または JCBが加盟を認めなかった場合、その事実および理由 

（ix）割賦販売法第 35条の 3の 5および割賦販売法第 35 条の 3の 20における個別信用購

入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項 

（x）割賦販売法に基づき同施行規則第 60条第 2号イまたは同 3号の規定による調査を行った

事実および事項 

（xi）個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契

約を解除した事実および事項 

（xii）会員から当社、JCB またはカード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容につ

いて、当社、JCB またはカード会社が、会員およびその他の関係者から調査収集した情報 

（xiii）行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容（特定商取引に関する法律等

について違反し、公表された情報等）および当該内容について、加盟店信用情報機関（加盟店等

に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの）および加盟店信用

情報機関の加盟会員が調査収集した情報 
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（xiv）当社、JCB または加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容（倒産情報等） 

（2）以下の目的のために、前号（i）から（vii）の加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店等が

本号（ii）に定める営業案内について中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、こ

れを中止するものとします（中止の申し出は当社お問い合わせ窓口へ連絡するものとする）。 

（i）両社が本規約または本規約に付随する特約に基づいて行う業務 

（ii）宣伝物の送付等両社、カード会社または他の加盟店等の営業案内 

（iii）両社のクレジットカード事業その他両社の事業（両社定款記載の事業をいう）における新

商品、新機能、新サービス等の開発 

（3）本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項

（1）（i）から（xiv）の加盟店情報を当該委託先に預託すること。 

2. 加盟店等は、前項（1）（i）から（xiv）の加盟店情報のうち個人情報を、カード会社のう

ち、JCBと加盟店情報に関して提携したカード会社（以下「提携会社」という）が、加盟申込審

査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に

係る審査ならびにカードおよびギフトカード等の利用促進にかかわる業務のために、共同利用する

ことに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者は JCB

となります（提携会社は次のホームページに記載のとおりとします。

https://www.jcb.co.jp/merchant/privacy/）。 

3. 加盟店等は、本条第 1 項（1）（i）から（vii）の加盟店情報のうち個人情報を、JCB が加盟

店情報の提供に関する契約を締結した会社、組織（以下「共同利用会社」という）が、共同利用会

社のサービス提供等のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係

る加盟店情報の管理に責任を有する者は JCB となります（共同利用会社は、本規約末尾または本条

第 2 項記載のホームページに記載のとおりとします）。 

4. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、両社、提携会社およ

び共同利用会社が、本条第 1 項から第 3項に定める目的、その他各社の業務のために、必要な保護

措置をとったうえで、取扱うことに同意します。 

第 27 条（加盟店信用情報機関の利用および登録） 

1. 加盟店等は、加盟店情報につき、当社、JCB またはカード会社が利用、登録する加盟店信用

情報機関について以下のとおり同意します（加盟店信用情報機関は本規約末尾または次のホームペ

ージに記載のとおりとします。https://www.jcb.co.jp/privacyPolicy.html）。 

（1）加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行お

よび取引継続に係る審査のために、当社、JCB またはカード会社が加盟する加盟店信用情報機関

（以下「加盟信用情報機関」という）に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合には

これを利用すること。 
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（2）加盟信用情報機関所定の加盟店に関する情報（以下「登録加盟店情報」という）が、加盟信用

情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店

契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。 

（3）登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、なら

びに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員

によって共同利用されること。 

2. 当社または JCB が加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共

同利用するものの範囲は、本規約末尾または本条第 1 項記載のホームページに記載のとおりとしま

す。なお、当社または JCB が新たに加盟信用情報機関を追加する場合には、書面その他の方法によ

り通知し、または本条第 1 項記載のホームページに記載するものとします。 

第 28 条（加盟店情報の開示、訂正、削除） 

1. 加盟店等のうち、その代表者は、両社、加盟信用情報機関および提携会社に対して、当該会

社および機関がそれぞれ保有する代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することがで

きます。なお、開示請求の窓口は以下のとおりとするものとします。 

（1）両社および提携会社への開示請求：当社お問い合わせ窓口へ 

（2）加盟信用情報機関への開示請求：本規約末尾または前条第 1 項記載のホームページに記載の

各加盟信用情報機関へ 

2. 万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正

または削除に応じるものとします。 

第 29 条（加盟店情報の取扱いに関する不同意） 

両社は、加盟店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または第 26条から第 28 条に定める加

盟店情報の取扱いについて承諾できない場合には、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。

なお、第 26条第 1 項（2）（ii）に定める個人情報を利用した営業案内に対する中止の申し出があっても、加

盟を断ることや解約の手続きをとることはありません。 

第 30 条（契約不成立時または契約終了後の加盟店情報の利用） 

1. 両社が加盟を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかん

を問わず、第 26条に定める目的（ただし、第 26 条第 1項（2）（ii）に定める個人情報を利用し

た営業案内を除く）および第 27条の定めに基づき利用されます。 

2. 両社は、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間、

加盟店情報および本契約の終了に関する情報を保有し利用します。 

第 31 条（カードに関する情報等の機密保持） 

1. 加盟店は、本条第 3項ただし書に該当するか否かにかかわらず、本契約に基づいて知り得た

カード番号等（全桁か一部の桁かを問わない。以下、本条において同じ）その他のカードおよび会

員に付帯する情報（本条第 3 項に定める情報を含む）、ならびに手数料率を含む両社およびカード
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会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損（以下「漏洩等」という）し

たり、または本契約に定める以外の目的で利用（以下「目的外利用」という）してはならないもの

とします。なお、加盟店と両社との情報連絡に用いる場合を除き、カード番号等を、加盟店の顧客

管理のための識別番号として用い、または顧客情報の抽出もしくは名寄せのために用いる行為は目

的外利用にあたり、加盟店はこれを行ってはならないものとします。 

2. 加盟店は本条第 1 項記載の情報が第三者に漏洩等、または目的外利用されることがないよう

に、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に

関する必要な一切の措置をとるものとします。 

3. 加盟店は、売上票（加盟店控）を第 13 条第 6項に基づき破棄するまでの間一時的に保管す

ることを除き、カード番号等、カードまたは売上票等に記載された会員の氏名その他のカードに付

帯する情報を、一切保有してはならないものとします。ただし、加盟店は、PCIDSSおよび実行計

画に掲げられた措置を実施しその他 JCB の指定する情報セキュリティ基準を充たしたときに限り、

JCB が指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。なお、前文

にかかわらず、JCB は、技術の発展、社会環境の変化、実行計画の改定その他の事由により、加盟

店が実施する措置が実行計画に掲げられた措置または JCBの指定する基準に該当しないおそれが生

じたとき、その他カード番号等の漏洩等の防止のために特に必要があると JCB が認めるときには、

その必要に応じて、加盟店がそれらの情報を保有することを禁止し、または加盟店が実施する措置

の方法もしくは態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。 

4. 前項にかかわらず、加盟店は、カードに付帯する情報のうち、磁気ストライプのデータ、暗

証番号、およびセキュリティコードを、一切保有してはならないものとします。 

5. 加盟店は、第 7条第 1 項に基づき両社の事前の書面による承諾を得た場合、業務代行者に、

本条第 1 項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。こ

の場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩等、または目的外利用することが

ないよう、その他業務代行者が本契約に定める加盟店のすべての義務および責任を遵守するよう

に、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含

む安全管理等に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。 

6. 加盟店は、本条第 1項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、または

それらのおそれがあることを認識した場合には、直ちに当社および JCB に連絡するものとし、当社

または JCB から指示があった場合にはこれに従うものとします。 

7. 両社は、加盟店から前項の連絡を受けた場合、または加盟店に本条第 1 項記載の情報につき

漏洩等もしくは目的外利用が発生したおそれがあると判断される合理的理由がある場合には、当該

加盟店に対して、漏洩等または目的外利用の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査

を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。 

8. 加盟店は、前二項の場合で、当社または JCB が求めたときは、加盟店の費用負担で、漏洩等

または目的外利用の有無、内容、発生期間、影響範囲（漏洩等または目的外利用の対象となったカ

ード番号等の特定を含む）その他の事実関係および発生原因を、JCB が別途指定する方法により、

詳細に調査するものとします。なお、この調査にはデジタルフォレンジック調査（電子計算機、ネ

ットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復

元、収集または解析等を内容とする調査）を含みます。また、JCBが適当と認める第三者による調

査を指定する場合があります。 
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9. 加盟店は、前項の調査の結果、漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合、または当

該事実が確認できなかったものの、そのおそれがある場合には、直ちに二次被害および再発の防止

のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、両社の承認を得たうえで、実施するものとします。

また、加盟店は、必要に応じて、両社の承認を得たうえで、漏洩等もしくは目的外利用の事実また

はそれらのおそれ、および二次被害防止のための対応について公表するものとします。なお、加盟

店は、再発防止策の実施状況について、両社に報告するものとします。 

10.   加盟店が前項の対応をとるか否かにかかわらず、カード番号等につき漏洩等または目的外利 

用の事実が認められた場合、またはそれらのおそれが高度に存在する場合には、当社、カード発行 

会社および JCB は、必要に応じて、加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または 

漏洩等もしくは目的外利用のカード番号等の会員に対して通知することができるものとします。 

11.   本条第 6 項の場合で、漏洩等または目的外利用の対象となるカード番号等の範囲が拡大する 

おそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の 

被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。 

12.   加盟店の責に帰すべき事由により、両社、カード会社、または他の加盟店に漏洩等または目 

的外利用による損害が発生した場合には、両社、カード会社、および他の加盟店は、漏洩等または 

目的外利用を行った加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。 

13.   加盟店がカード番号等を漏洩した場合、または漏洩のおそれが認められる場合、以下の（i） 

（ii）（iii）の金額は、両社またはカード会社の損害とみなすものとします。なお、両社またはカー 

ド会社に発生する損害は、これらの金額に限られるわけではありません。 

（i）漏洩したカード番号等または漏洩のおそれが認められるカード番号等（以下「対象カード番号

等」という）に係るカード（家族カード・子カード等を含む）の差替に掛かる費用の金額 

（ii）対象カード番号等を利用したカード取引（会員による正当なカード取引であることにつき疑義

のない取引を除く）の金額 

（iii）会員への対応のために要した人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等の金額 

14.   前項を適用するに当たり、加盟店が保有するカード番号等の一部が漏洩した事実が認められ

る場合、または漏洩した可能性が高いと客観的に認められる場合、加盟店が保有する残りのカード

番号等について、漏洩のおそれがないことを加盟店が合理的に証明できない限り、当該カード番号

等についても、漏洩したおそれがあるものとして取扱うものとします。 

本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。 

第 32 条（是正改善計画の策定と実施） 

1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社または JCB は、加盟店に対し、期間を定め

て当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれ

に応じるものとします。なお、本条は、第 36条（契約解除）に基づく当社または JCBによる本契

約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。 
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（1）加盟店が第 7 条（業務の委託）第 3 項もしくは第 31 条（カードに関する情報等の機密保

持）第 3 項の義務を履行せず、または業務代行者が第 7条第 3 項により課せられた義務に違反し、

またはそれらのおそれがあるとき 

（2）加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であっ

て、第 31 条第 9項の義務を履行しないとき 

（3）加盟店が第 12 条（通信販売の方法）第 4項に違反し、またはそのおそれがあるとき 

（4）加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第 16条（カードの不正

利用等）第 3 項または第 4 項の義務を履行しないとき 

（5）前各号に定める場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照ら

し、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社または JCB

に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき 

（6）その他、当社または JCB が必要と認めたとき 

2. 当社および JCB は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当

該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となっ

た事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議のうえ、是正お

よび改善のために必要かつ適切と認められる事項（実施すべき時期を含む）を提示し、その実施を

求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。 

第 33 条（通信販売の停止等） 

1. 加盟店が以下の事項に該当する場合、当社または JCB は本契約に基づく通信販売を一時的に

停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、両社が再開を認める

までの間、通信販売を行うことができないものとします。 

（1）当社または JCB が第 31 条第 1項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた

場合 

（2）当社または JCB が、加盟店が第 36条（契約解除）第 1 項各号のいずれかに該当する疑いが

あると認めた場合 

（3）その他、当社または JCB が必要と認めた場合 

2. 以下の事項に該当する場合、加盟店は、本契約に基づく通信販売（決済サービスの一部のみ

の取扱いを含む）を行うことができない場合があることを承諾するものとします。 

（1）天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシス

テムの障害異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であると当社または JCB が判断し

た場合 
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（2）通信販売を行うために必要な機器類（端末機を含む）、ソフトウエアおよび通信回線（以下

「機器類等」という）に瑕疵、欠陥があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等が加盟店に

配布されなかった場合、その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合 

（3）コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であると当社または JCB

が判断した場合 

第 34 条（有効期間） 

本契約の有効期間は 1 年間とします。ただし、加盟店または両社が期間満了 3 ヵ月前までに書面をもって契約

を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約はさらに 1年間更新し、以後はこの例によるものとします。

なお、本条もしくは次条による本契約の終了または決済サービスの一部の取扱いの終了、または、第 36 条の

当社もしくは JCBによる本契約の解除または提携ブランドカードの取扱いの終了により、加盟店に損害（逸失

利益、機会損失を含む）が生じた場合でも、両社またはカード会社は一切の責を負わないものとします。 

第 35 条（解約等） 

1. 前条の規定にかかわらず、加盟店、当社または JCB は、書面により 3ヵ月前までに相手方

に対し予告することにより本契約を解約し、または特定の提携ブランドカードに関する取扱いを終

了できるものとします。 

2. 前項の規定にかかわらず、当社または JCB は、直前 1 年間に通信販売の取扱いを行ってい

ない加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。 

3. 前条の規定にかかわらず、JCB と提携ブランドカード会社との間の提携ブランドカードの取

扱いに関する契約が終了した場合には、加盟店による当該提携ブランドカードに関する取扱いが終

了するものとします。 

第 36 条（契約解除） 

1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店（ただし、（17）にあっては、当該号に規定する者）が

以下の事項に該当する場合、当社または JCB は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部

もしくは一部を解除し、または本規約に付随する特約が適用される場合には当該特約の全部もしく

は一部の取扱いを終了させることができるものとします。また、加盟店が本規約に違反し、以下の

各号に該当し、または本規約に起因もしくは関連して、両社またはカード会社に損害を生じさせた

場合、両社が本契約を解除するか否かを問わず、加盟店は、両社およびカード会社に生じた損害を

賠償するものとします。 

（1）加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第 5 条第 1項記載の届出事項に虚偽

の申請があったとき 

（2）他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社に立替払請求をしたとき 

（3）第 14 条（加盟店の義務、禁止行為等）の規定に違反したとき 

（4）第 23 条（立替払契約の取消しまたは解除等）の規定に応じなかったとき 



48 

 

（5）第 31 条（カードに関する情報等の機密保持）の規定に違反したとき 

（6）前五号のほか本規約に違反し、両社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間

内に違反状態が解消しなかったとき、または加盟店が本規約違反を 2回以上行ったとき 

（7）本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反したとき 

（8）自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき 

（9）差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、

特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散し

たとき 

（10）前二号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき 

（11）他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売

制度を不正に利用していると両社が判断したとき 

（12）加盟店届け出の店舗所在地（電子商取引においてはURL）に店舗が実在しないとき 

（13）加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると両社が判断したとき 

（14）行政機関から行政処分を受けたとき 

（15）架空売上債権の立替払請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと両社が判断したとき 

（16）加盟店、当社、JCBもしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が

発生するおそれ、または当社もしくは JCBの信用が毀損されるおそれがあると、両社が判断する取

引であって、当社または JCB が本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびに当社または

JCB が指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引

をしたと両社が判断したとき 

（17）加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関

係者（関係会社の役員、従業員を含む）が以下のいずれかに該当するとき 

▪ （i）組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法

に定める犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの 

▪ （ii）国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及

び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める麻薬犯罪

収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの 

（18）その他加盟店として不適当と両社が判断したとき 
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2. 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると当社または JCB

が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払金の全部または一

部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払

う義務を負わないものとします。 

3. 提携ブランドカード会社が、加盟店につき、提携ブランドカードを取扱う加盟店として不適

当と判断した場合は、両社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約のうち当該提携ブランド

カードの取扱いに係る契約を解除できるものとし、かつ、その場合両社およびカード会社に生じた

損害を加盟店が賠償するものとします。なお、本項の解除事由に該当した場合または該当する疑い

があると両社が認めた場合は、当該提携ブランドカードの取扱いによって発生した立替払金につい

て、前項の規定を準用します。 

第 37 条（契約終了後の処理） 

1. 本契約が終了した場合、加盟店はその後会員に対して通信販売を行う等、一切の本契約に基

づく取扱いをしてはならないものとします。 

2. 第 29 条（加盟店情報の取扱いに関する不同意）、第 34条（有効期間）または第 35条

（解約等）により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた通信販売は有効に存続するも

のとし、加盟店および両社は、当該通信販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店

と両社が別途合意をした場合にはこの限りではありません。 

3. 当社は、前条により本契約を解除した場合、加盟店と既に立替払契約が成立している売上債

権について、立替払契約を解除するか、加盟店に対する立替払金の支払いを保留することができる

ものとします。 

4. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担において広告媒体からカード取扱い

に関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、売上集計表、売上票等両社が加盟店に交付

した取扱関係書類および印刷物（販売用具）を速やかに当社に返却するものとします。なお、加盟

店が端末機を設置している場合には、端末使用規約および端末設置会社の指示に従うものとしま

す。 

第 38 条（反社会的勢力との取引拒絶） 

1. 加盟店等は、加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、

従業員等の関係者（関係会社の役員、従業員を含む）が、現在、以下のいずれにも該当しないこ

と、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。 

（1）暴力団（その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む）が集団的にまたは常習的に

暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体） 

（2）暴力団員（暴力団の構成員）および暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者 

（3）暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に

暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供

給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者） 
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（4）暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは

元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もし

くは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営

に協力している企業） 

（5）総会屋等（総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うお

それがあり、市民生活の安全に脅威を与える者） 

（6）社会運動等標榜ゴロ（社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求

めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者） 

（7）特殊知能暴力集団等（前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、

または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人） 

（8）テロリスト等（国際連合安全保障理事会決議に基づき指定された国際テロリスト、ならびに公

衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律に定める公衆等脅迫目的の犯

罪行為その他テロリズムの行為を行い、もしくは当該行為を行うことを目的とした活動を行い、ま

たは、かかる行為もしくは活動について、教唆、幇助、資金提供その他の方法で直接もしくは間接

に関与する者） 

（9）以下のいずれかに該当する者 

▪ （i）暴力団員等（（1）から（8）のいずれかに該当する者をいう。以下同じ）が、経営を支配

していると認められる関係を有する者 

▪ （ii）暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 

▪ （iii）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的を

もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 

▪ （iv）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認め

られる関係を有する者 

▪ （v）暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 

▪ （vi）その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を

利用することによって自ら利益拡大を図る者 

（10）（1）から（9）に準ずる者 

2. 加盟店等は、加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員ま

たは従業員等の関係者（関係会社の役員、従業員を含む）が、自らまたは第三者を利用して次の各

号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 

（i）暴力的な要求行為 

（ii）法的な責任を超えた不当な要求行為 
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（iii）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

（iv）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害

する行為 

（v）その他前各号に準ずる行為 

3. 当社または JCB は、加盟店等が本条第 1項または前項の規定に違反している疑いがあると

認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。 

4. 加盟店等が本条第 1項もしくは第 2項の規定に違反していることが判明した場合、または違

反している疑いがあると当社または JCB が認めた場合、当社または JCB は、直ちに本契約を解除

できるものとし、かつ、その場合両社およびカード会社に生じた損害を加盟店が賠償するものとし

ます。この場合、前条第 3 項の規定を準用するものとします。また、加盟店は、当然に期限の利益

を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 

5. 加盟店等が本条第 1項もしくは第 2項の規定に違反していることが判明した場合、またはそ

の疑いがあると当社または JCB が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにか

かわらず、立替払金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この

場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。 

6. 当社または JCB は、加盟店が本条第 1 項または第 2 項の規定に違反している疑いがあると

認めた場合には、本契約に基づく取引を一時的に停止することができるものとします。この場合に

は、加盟店は、両社が再開を認めるまでの間、通信販売を行うことができないものとします。 

第 39 条（本規約に定めのない事項） 

加盟店は、本規約に定めのない事項については、両社が別に定めるお取扱いガイドその他の取扱要領等（両社

がホームページに公表する内容を含む）に従うものとします。 

第 40 条（準拠法） 

加盟店と両社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。 

第 41 条（合意管轄裁判所） 

1. 加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する裁判所

を専属的合意管轄裁判所とします。 

2. 加盟店と JCB との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判

所とします。 

第 42 条（規約の変更） 

1. 両社が本規約の変更内容を通知またはホームページ

（https://www.jcb.co.jp/merchant/regulation/）に公表した後において加盟店が会員に対して

通信販売を行った場合には、加盟店は新しい規約を承諾したものとみなすものとします。 

2. 前項の規定にかかわらず、加盟店は、第 26 条第 2 項および第 3 項、第 27 条第 1項および

第 2 項、ならびに第 28条第 1項記載のホームページに記載された提携会社、共同利用会社、加盟
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店信用情報機関の追加、変更については、当該ホームページに別途記載がある場合を除き、記載の

追加、変更と同時にその効力が生ずることをあらかじめ承諾するものとします。 

3. 両社が加盟店に通知のうえ、加盟店によって JCB所定の手続きがなされることにより、両社

は、本契約に基づき加盟店が取扱うことができる取引に新たな決済サービスを追加することができ

るものとします。 

（THK02・00555・20180601） 

＜提携ブランドカード＞ 20180601 

提携ブランドカード会社 提携ブランドカード 

◆アメリカン・エキスプレス・インターナショナ

ル・インコーポレイテッド（日本支社）

https://www.americanexpress.com/japan/ 

アメリカン・エキスプレスカード 

◆三井住友トラストクラブ株式会社 

www.diners.co.jp 

ダイナースクラブカード 

◆ディスカバーフィナンシャルサービシーズ

（Discover Financial Services LLC）2500 

Lake Cook Road, Riverwoods,IL 60015, 

United States of America 

ディスカバーカード 

＜共同利用会社＞ 

○株式会社ジェイエムエス 

〒169-0072 東京都新宿区大久保 3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワー 

利用目的：加盟店業務の代行サービス等の提供 

○株式会社日本カードネットワーク 
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〒169-0072 東京都新宿区大久保 3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワー 

利用目的：端末、接続サービス等加盟店業務支援サービス等の提供 

○株式会社ジェーシービー・サービス 

〒107-0062 東京都港区南青山 5-1-20 青山ライズフォート 

利用目的：保険サービス、加盟店向けDMサービス等の提供 

（KRGK01・00555・20160920） 

＜加盟信用情報機関＞ 

  一般社団法人日本クレジット協会 

加盟店情報交換センター（JDM セ

ンター） 

日本クレジットカード協会 加盟店信用

情報センター 

住所 〒103-0016 東京都中央区日本

橋小網町 14-1 住生日本橋小網町

ビル 6F 

〒105-0004 東京都港区新橋 2-12-

17 新橋 I-N ビル 1F 

電話番号 03-5643-0011 03-6738-6626 

共同利用の管理責任

者 

一般社団法人日本クレジット協会 

加盟店情報交換センター 

日本クレジットカード協会 

URL https://www.j-credit.or.jp/ http://www.jcca-office.gr.jp/ 



54 

 

  一般社団法人日本クレジット協会 

加盟店情報交換センター（JDM セ

ンター） 

日本クレジットカード協会 加盟店信用

情報センター 

共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販

売協会の業務として運用される加盟

店情報交換制度において、加盟店情

報交換制度加盟会員会社（以下

「JDM 会員」という。）における

利用者等の保護に欠ける行為に関す

る情報やその疑いがある行為に関す

る情報及び当該情報に該当するかど

うか判断が困難な情報、並びにクレ

ジットカード番号等の適切な管理に

支障を及ぼす行為に関する情報やそ

のおそれのある行為に関する情報

を、当社が JDM センターに登録す

ること及び JDM 会員に提供され共

同利用することにより、JDM会員

の加盟店契約時又は途上の審査の精

度向上を図り、悪質加盟店を排除

し、加盟店のセキュリティ対策を強

化することにより、クレジット取引

の健全な発展と消費者保護に資する

ことを目的としています。 

当センターが保有する加盟店情報は、日

本クレジットカード協会の会員が行う不

正取引の排除・消費者保護のための加盟

店入会審査、加盟店契約締結後の管理、

その他加盟店契約継続の判断の場合並び

に加盟店情報正確性維持のための開示・

訂正・利用停止等の目的に限り利用され

ます。ただし、以下の場合はこの限りで

はありません。 

1. 法令に基づく場合 

2. 人の生命、身体又は財

産の保護のために必要があ

る場合であって、本人の同

意を得ることが困難である

とき。 

3. 公衆衛生の向上又は児

童の健全な育成の推進のた

めに特に必要がある場合で

あって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。 

4. 国の機関若しくは地方

公共団体又はその委託を受

けた者が法令の定める事務

を遂行することに対して協

力する必要がある場合であ

って、本人の同意を得るこ

とにより当該事務の遂行に

支障を及ぼす恐れがあると

き。 
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  一般社団法人日本クレジット協会 

加盟店情報交換センター（JDM セ

ンター） 

日本クレジットカード協会 加盟店信用

情報センター 

共同利用される情報 1. 包括信用購入あっ

せん取引又は個別信用

購入あっせん取引にお

ける、当該加盟店等に

係る苦情処理のために

必要な調査の事実及び

事由 

2. 包括信用購入あっ

せん取引における、当

該加盟店等に係る苦情

発生防止及び処理のた

めに講じた措置の事実

及び事由 

3. 包括信用購入あっ

せん又は個別信用購入

あっせんに係る業務に

関し利用者等の保護に

欠ける行為をしたこと

を理由として包括信用

購入あっせん又は個別

信用購入あっせんに係

る契約を解除した事実

及び事由 

4. 利用者等の保護に

欠ける行為に該当した

又は該当すると疑われ

る若しくは該当するか

どうか判断できないも

のに係る、JDM 会

員・利用者等に不当な

損害を与える行為に関

• 両社に届け出た加盟店

の代表者の氏名・生年月

日・住所等の個人情報 

• 加盟店名称、所在地、

電話番号、業種、取引情報

等の加盟店取引情報 

• 加盟会員が加盟店情報

を利用した日付 



56 

 

  一般社団法人日本クレジット協会 

加盟店情報交換センター（JDM セ

ンター） 

日本クレジットカード協会 加盟店信用

情報センター 

する客観的事実である

情報 

5. 利用者等（契約済

みのものに限らない）

から JDM会員に申出

のあった内容及び当該

内容のうち、利用者等

の保護に欠ける行為で

あると判断した情報及

び当該行為と疑われる

情報並びに当該行為が

行われたかどうか判断

することが困難な情報 

6. 行政機関が公表し

た事実とその内容（特

定商取引に関する法律

等について違反し、公

表された情報等）につ

いて、JDM センター

が収集した情報 

7. 包括信用購入あっ

せん取引における、当

該加盟店によるクレジ

ットカード情報漏えい

等の事故が発生又は発

生したおそれが認めら

れた場合に原因究明や

再発防止措置等を講じ

るために必要な調査の

事実及び事由 

8. 包括信用購入あっ

せん取引における、当
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  一般社団法人日本クレジット協会 

加盟店情報交換センター（JDM セ

ンター） 

日本クレジットカード協会 加盟店信用

情報センター 

該加盟店におけるクレ

ジットカードの不正使

用の発生状況等によ

り、当該加盟店による

不正使用の防止に支障

が生じ又は支障が生ず

るおそれがあると認め

られた場合に、不正利

用の内容や再発防止措

置等を講じるために必

要な調査の事実及び事

由 

9. 包括信用購入あっ

せん取引における、当

該加盟店がクレジット

カード番号等の適切な

管理の為に必要な法令

が求める基準に適合し

ていないことに関する

情報 

10. 上記 7から 8 に

関して、当該加盟店

に対して法令が求め

る基準に適合する、

あるいは再発防止対

策を求める等の措置

を講じた事実と事由 

11. 上記 2及び 10

の措置の指導に対し

て、当該加盟店が従

わない若しくは法令

が求める基準に適合
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  一般社団法人日本クレジット協会 

加盟店情報交換センター（JDM セ

ンター） 

日本クレジットカード協会 加盟店信用

情報センター 

することが見込まれ

ないことを理由にク

レジットカード番号

等取扱契約を解除し

た事実及び事由 

12. 上記の他利用者等

の保護に欠ける行為

及びクレジットカー

ド番号等の適切な管

理に支障を及ぼす行

為に関する情報 

13. 前記各号に係る当

該加盟店の氏名、住

所、電話番号及び生

年月日（法人の場合

は、法人番号、名

称、住所、電話番号

並びに代表者の氏名

及び生年月日）。た

だし、上記 5 の情報

のうち、当該行為が

行われたかどうか判

断することが困難な

情報については、氏

名、住所、電話番号

及び生年月日（法人

の場合は、代表者の

氏名及び生年月日）

を除く。 

14. 加盟店の代表者

が、他の経営参加す

る販売店等につい
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  一般社団法人日本クレジット協会 

加盟店情報交換センター（JDM セ

ンター） 

日本クレジットカード協会 加盟店信用

情報センター 

て、加盟信用情報機

関に前号に係る情報

が登録されている場

合は当該情報 

登録される期間 上記の情報は、登録日又は必要な措

置の完了日（講ずるべき必要な措置

が複数ある場合は全ての措置が完了

した日）、契約の解除日から 5年

を超えない期間登録されます。 

当センターに登録されてから 5年を超え

ない期間 

共同利用者の範囲 協会会員であり、かつ、JDM会員

である、包括信用購入あっせん業

者、個別信用購入あっせん業者、立

替払取次業者、クレジットカード番

号等取扱契約締結事業者及び JDM

センター 

（JDM 会員名は、上記ホームペー

ジよりご確認いただけます。） 

日本クレジットカード協会の会員（当セ

ンターを利用している企業名は上記ホー

ムページよりご確認いただけます。） 

JCB では加盟店情報に含まれる個人情報の保護を推進する管理責任者として個人情報統括責任者（コンプライアン

ス部 担当役員）を設置しております。 

（JKK03・00555・20180601） 

＜締切日・支払日＞ 20180601 
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信用販売の方法 取扱期間 締切日 加盟店への支

払日 

ショッピング 1 回払い・ 

ショッピングリボ払い・ 

ショッピング分割払い 

前月 16日～当月 15

日 

当月 15日 翌月 15日 

ショッピング 2 回払い （1）翌月末

日 

（2）翌月 15

日および翌々

月 15 日 

ボーナス 1 回払い 夏期 12 月 16日～6月 15

日 

7 月 15日 8 月 15日 

冬期 7 月 16日～11月 15

日 

12 月 15日 翌年 1月 15

日 

• 売上集計表・売上票は締切日到着分をもって締め切らせていただきます。 

• 支払日の 15日・末日が金融機関休業日の場合には、15日は翌営業日・末日は前営業日に払い込みさせ

ていただきます。 
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＜お問い合わせ窓口＞ 

カードアシストデスク 

東京 0422-44-2500 大阪 06-6943-7699 

福岡 092-732-7500 札幌 011-271-1711 

月～金 10：00AM～6：00PM 土 10：00AM～5：00PM 日・祝・年末年始休 

（TAMK01・00555・20180601） 

店子加盟店特約（店頭通販共通） 

店子加盟店特約（以下「本特約」という）は、新たに加盟店になろうとする者（以下「新規加盟希望者」とい

う）が JCB 加盟店規約または JCB通信販売加盟店規約（以下個別にまたは総称して「原規約」という）に基

づき両社に加盟を申し込むにあたって、新規加盟希望者および加盟店、両社、新規加盟希望者および加盟店の

代理人として両社と包括代理加盟店契約（以下「包括契約」という）およびこれに付随する合意（以下総称し

て「包括契約等」という）を締結した者（以下「包括代理加盟店」という）との間の契約関係に関して定める

特約です。 

1. 新規加盟希望者および加盟店が包括契約等ならびに原規約および本特約（以下「原規約等」

という）を承認したうえで、両社に加盟を申し込み、両社がこれを承諾することによって、両社と

加盟店との間で包括契約等および原規約等に基づく加盟店契約（以下「加盟店契約」という）が締

結されます。新規加盟希望者および加盟店は、包括契約等および原規約等を遵守するものとしま

す。 

2. 新規加盟希望者および加盟店は、包括代理加盟店に対して、以下の事項についての包括的な

代理権（以下「包括代理権」という）を付与するものとします。 

（1）両社との間で、包括契約等の締結ならびにこれらに基づく加盟店契約の締結およびこれに付随

する一切の合意をすること。 

（2）包括契約等に定める加盟店契約に関連する一切の取引（以下「委託業務」という）を行うこ

と。 

3. 加盟店は、前項に基づき、当社が加盟店に対して支払う立替払金の代理受領権限を包括代理

加盟店に付与するものとし、当社が、包括代理加盟店の指定する金融機関口座に包括代理加盟店が

包括代理権を有する他の加盟店（以下「他加盟店」という）に対する立替払金と一括して振り込む

ことを承諾するものとします。 

4. 当社が包括契約等に基づき包括代理加盟店に立替払金を支払った場合、これをもって当社が

加盟店に当該立替払金を支払ったものとみなすものとします。加盟店は、包括代理加盟店が前項記

載の代理受領権限を有する限り、当社に対して、立替払金の請求等を一切行わないものとします。 

5. 加盟店は第 2 項の包括代理権の付与を撤回する場合、直ちに当社に書面で通知するものとし

ます。この通知が包括代理加盟店への立替払金支払日の 30 日前までに当社に到着せず、当社が包
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括代理加盟店に立替払金を支払った場合には、当該支払は当社の加盟店に対する当該立替払金の弁

済とみなすものとします。 

6. 加盟店は、当社が、包括代理加盟店に支払う立替払金から当社または JCBの加盟店契約に基

づく他加盟店に対する債権金額を包括契約等に基づき差し引くことがあることをあらかじめ承諾

し、両社に異議申し立て等を一切行わないものとします。 

7. 包括代理加盟店またはその業務代行者が委託業務に関連して、当社、JCBまたはカード会社

に損害を与えた場合、加盟店は包括代理加盟店およびその業務代行者と連帯して、当社、JCB およ

びカード会社の損害を賠償するものとします。 

8. 両社と包括代理加盟店との間の包括契約が終了した場合、または第 2項の包括代理権が消滅

した場合等には、両社と加盟店の間の加盟店契約は当然に終了し、加盟店契約が終了した場合に

は、本特約も終了するものとします。 

 

 

 


